


 

「第２期向日市子ども・子育て支援事業計画」策定にあたって 

 

 

   

 

 

近年では、急速な少子化の進展や、女性の社会進出に伴う低年齢児の保育ニーズの増大、

加えて核家族化や地域のつながりの希薄化による子育て不安を抱える保護者の増加など、

子育てをめぐる様々な状況が変化し続けるなかで、現在から将来にわたり、全ての子ども

たちが夢や希望を持てる社会の構築が急務となっています。 

 また、昨年１０月には、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性と、子育

てや教育にかかる費用負担軽減を図る少子化対策の観点から、幼児教育・保育の無償化が

実施されました。 

 一方、本市におきましては、ここ数年の大型マンション建設などによる転入増加に伴い、

保育ニーズが急激に高まってきましたが、こういった状況にもできる限り迅速に対応する

ために「向日市子ども・子育て支援事業計画」における量の見込みを毎年見直し、計画策

定当時１，０５０名であった保育所定員を、平成３１年４月には１，２７４名まで拡大す

るなど、待機児童の解消に最大限の努力を行ってきたところであります。 

 このような中、２０１５年に策定しました第１期計画の計画期間が満了を迎えますこと

から、「第２期向日市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、引き続き、計画の基本理

念であります「未来をひらく子どもの育ちをみんなで支え喜び合えるまち」をもとに、安

心して子どもを産み、健やかに育てることができる環境づくりの推進を図ってまいります。  

 最後になりましたが、本計画の策定にあたりまして、ご協力をいただきました関係機関

の皆様をはじめ、パブリックコメントを通じて貴重なご意見を賜わりました市民の皆様、

向日市子ども・子育て会議委員の皆様に、心からお礼を申し上げます。 

 

 

 令和２年３月 

                          

 

向日市長  
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第１章 計画の策定にあたって 
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１ 計画策定の背景と趣旨 

国は、平成２年の「1.57 ショック」を契機に、仕事と子育ての両立支援など子ど

もを産み育てやすい環境づくりに向けての対策の検討を始めて以来、様々な少子化対

策に取り組んできました。しかしながら、少子化は急速に進行しており、子ども・子

育てを取り巻く社会情勢の変化を受け、平成 24 年８⽉には「子ども・子育て関連３

法」を制定しました。 

そして、平成 27 年４月から本格施行した「子ども・子育て⽀援新制度」のもと、

質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供と、地域の子ども・子育て支援の充

実を図り、全ての子どもが健やかに成⻑できる社会の実現を目指してきました。 

その後、平成 28 年６月には「ニッポン⼀億総活躍プラン」が策定され、「希望出⽣

率 1.8」の実現に向けた対応策を掲げ、⼥性就業率の上昇を目指すことに合わせ、保

育ニーズの増加が⾒込まれることから、平成 29 年６月に公表された「子育て安心プ

ラン」では、⼥性就業率 80％にも対応できる保育の受け皿を整備することとされ、

同年 12 月に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」では、子育て世代、子ど

も達に政策資源を投入することとされ、令和元年 10 月から幼児教育・保育の無償化

が実施されました。 

こうした背景の中、本市は、平成 27 年３月に「向日市子ども・子育て支援事業計

画」を策定し、誰もが安心して子どもを産み、子育てに夢や希望を持つことができる

社会の実現に向けて、子育て環境の整備に取り組んできました。 

令和元年度に第１期計画の計画期間が満了を迎えることから、「第２期向日市子ど

も・子育て支援事業計画」を策定し、引き続き、子どもと子育て家庭の目線に⽴ち、

子どもの育ちを重視する本市の実情に即した更なる環境整備を図ることを目指します。 
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２ 計画の位置付け 

本計画は、子ども・子育て支援法第６１条第１項に基づく「市町村子ども・子育て

支援事業計画」として位置付けられます。 

また、本計画は、本市が今後進める子ども・子育て施策の基本的方向や目標を示す

ものです。 

策定にあたっては、上位計画である「第２次ふるさと向日市創生計画」をはじめ、

その他の関連計画との整合性を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の実施期間 

本計画は、令和２年度から令和６年度までの５年間を計画期間とします。 

また、社会情勢の変化や子育て家庭のニーズの多様化等に適切に対応するため、必

要に応じて計画の見直しを行います。 

H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6

第１期子ども子育て支援事業計画 第２期子ども子育て支援事業計画

 

第２次ふるさと向日市創生計画 

子ども・子育て関連３法 

・子ども子育て支援法 

・認定こども園法の一部を改正す

る法律 

・関連法律の整備等に関する法律 

京都府子ども・子育て支援新計画 

向日市地域福祉計画 

 第
２
期
子
ど
も
・
子
育
て 

支
援
事
業
計
画 

向日市健康づくり計画 

その他関連計画 

第３次

向日市

障がい

者計画 

第５期向日市障がい福祉計画 

第１期向日市障がい児福祉計画 

【関連する個別計画】 

向日市 

子どもの 

貧困対策

計画 
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４ 計画の策定体制 

本計画の策定にあたっては、「向日市子ども・子育て会議」において審議を行い、計

画内容の検討を行いました。 

また、平成３１年４月に「向日市子ども・子育てに関するアンケート」を実施し、

子育てに係る課題やニーズの把握に努めるとともに、計画素案の立案に際してパブリ

ックコメント等を実施し、市民の方々から意見を募りました。 

 

（１）向日市子ども・子育て会議 ● ● ● ● ● ● ● 

本市における子ども・子育て支援施策を子ども及び子育て家庭の実情を踏まえて実

施するため、子育て中の保護者、学識経験者、子育て支援に関する事業に従事する者

等で構成する「向日市子ども・子育て会議」を開催し、子ども・子育て支援事業計画

の内容について協議しました。 

 

（２）子ども・子育てに関するアンケートの実施 ● ● ● ● ● ● ● 

本計画を策定するための基礎資料を得るため、「子育て支援に関するアンケート調

査」を実施し、子育て支援に関するサービスの利用状況や今後の利用希望等の把握を

行いました。 

特に、就学前児の保護者、小学生の保護者調査においては、国から示された調査項

目及び集計方法に基づき、潜在需要も含めて、ニーズ調査の結果の分析を行いました。 

 

（３）関係機関へのヒアリング ● ● ● ● ● ● ● 

子ども・子育て支援施策を地域での関係機関及び庁内において連携し、総合的かつ

計画的に実施していくため、関係機関や関係部局に取組事業等の進捗状況や今後の方

向性についてヒアリングを行いました。 

 

（４）パブリックコメントの実施 ● ● ● ● ● ● ● 

令和元年１２月２５日から令和２年１月２３日に、この計画の素案を市役所などの

窓口やホームページで公開し、広く市民の方々から意見を募りました。 
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第２章 向日市の子ども・子育てを取り巻く状況 
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１ 統計によるまちの現状 

（１）人口の状況 ● ● ● ● ● ● ● 

① 年齢３区分別人口の推移 

本市の人口推移をみると、総人口は年々増加し、平成31年で57,490人となってい

ます。また、年齢３区分別人口構成の推移をみると、老年人口（65歳以上）が最も増

加しており、高齢化が進んでいます。 

 

年齢３区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年３月末日現在） 

 

 

年齢３区分別人口の構成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年３月末日現在） 

年少人口（０～14歳） 生産年齢人口（15～64歳）

老年人口（65歳以上）

資料：住民基本台帳（各年３月末日現在）

7,580 7,675 7,838 7,969 8,018

32,624 32,910 33,704 34,127 34,211

14,267 14,641 14,871 15,085 15,261

54,471 55,226 56,413 57,181 57,490

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

(人)

13.9 13.9 13.9 13.9 13.9

59.9 59.6 59.7 59.7 59.5

26.2 26.5 26.4 26.4 26.5

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

年少人口（０～14歳） 生産年齢人口（15～64歳）

老年人口（65歳以上）
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② 年齢別就学前児童数の推移 

本市の０歳から５歳の子ども人口は平成27年以降増加しており、平成31年３月現

在で3,228人となっています。 

 

子ども人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年３月末日現在） 

 

 

③ 年齢別就学児童数の推移 

本市の６歳から11歳の子ども人口は平成27年以降減少しており、平成31年３月現

在で3,126人となっています。 

 

子ども人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年３月末日現在） 

 

６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

資料：住民基本台帳（各年３月末日現在）

408 473 498 552 489

470 439 531 535 583

418 497 483 553 550
484 435

532 507 552
495 496

447
527 521479 512

507
461 533

2,754 2,852 
2,998 

3,135 3,228 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

(人)

資料：住民基本台帳（各年３月末日現在）

497 495 538 507 480

554 504 507 550 507

512 561 503 510 549

532 513 570 506 509

578 535 518 581 503

520 582 538 523 578

3,193 3,190 3,174 3,177 3,126 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

(人)
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（２）出生の動向 ● ● ● ● ● ● ● 

① 出生数と出生率 

出生数は年々増加し、平成29年では528人となっています。 

出生率も同様に増加し9.5となっており、全国・京都府を上回っています。 

 
出生数と出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：京都府保健福祉統計、厚生労働省人口動態調査 

 

② 合計特殊出生率 

15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計した合計特殊出生率は１人の女性が仮

にその年次の年齢別出生率で一生の間に産むとしたときの平均の子どもの数であり、

この数字は一般に少子化問題との関係で用いられます。本市の合計特殊出生率は平成

29年までは増加しており、平成29年で1.67となっています。また、全国・京都府と

比較すると高い値で推移しています。 

 
合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：向日市の概要 

出生数 向日市 京都府 全 国

資料：●●●（各年●月●日現在）

422 429 470 528

7.9 8.1 8.6

9.5

7.6 7.7

7.6 7.3
8.0 8.0

7.8 7.6

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

0

200

400

600

800

1,000

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

（人口千対）(人)

1.36
1.41

1.52

1.67

1.24

1.35 1.34 1.31

1.42 1.45
1.44

1.43

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

向日市 京都府 全 国
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（３）世帯の状況 ● ● ● ● ● ● ● 

① 世帯数と１世帯当たり人数 

本市の一般世帯数は増加しており、平成27年で21,345世帯となっています。一方、

１世帯あたり人員を見ると減少しており、平成27年で2.50人となっています。 

 

世帯の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

 

② 子どものいる世帯数 

本市の子どものいる世帯数は年々減少しており、平成27年で６歳未満の親族がいる

世帯数は2,089世帯、18歳未満の親族がいる世帯数は5,383世帯となっています。 

 

子どものいる世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

一般世帯数 １世帯当たり人員

2,313 2,535 2,611 2,389
2,089

6,024
5,636 5,638 5,595 5,383

0

2,500

5,000

7,500

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

(世帯)

18,455 19,438
20,854 21,267 21,345

2.88 2.73 2.62 2.53 2.50

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

0

10,000

20,000

30,000

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

（人）(世帯)

６歳未満の親族がいる世帯数 18歳未満の親族がいる世帯数
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③ 子どものいる世帯の平均こども数 

18歳未満の子どもがいる世帯の平均子ども数、6歳未満の子どもがいる世帯の平均

子ども数ともに、増減を繰り返しながら緩やかに減少傾向で推移しており、平成27

年で18歳未満の親族がいる世帯の平均子ども数は1.68人、６歳未満の親族がいる世

帯の平均子ども数は1.28人となっています。 

 

子どものいる世帯数の平均子ども数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

④ ひとり親世帯の推移 

本市の18歳未満の子どもがいる母子世帯は増減を繰り返しており、平成27年で

322世帯となっています。また、18歳未満の子どもがいる父子世帯は年々減少して

います。 

 

ひとり親世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

18歳未満の子どもがいる母子世帯 18歳未満の子どもがいる父子世帯

337
312 322

37 32 30

0

100

200

300

400

平成17年 平成22年 平成27年

(世帯)

1.32 1.31 1.29 1.31 1.28

1.71 1.68 1.67 1.69 1.68

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

（人）

６歳未満の親族がいる世帯の平均子ども数

18歳未満の親族がいる世帯の平均子ども数
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（４）婚姻の動向 ● ● ● ● ● ● ● 

① 婚姻数と婚姻率 

婚姻数は、増減を繰り返しており、平成29年では235件となっています。 

婚姻率も同様に増減を繰り返しており、平成29年では4.2となっています。 

 

婚姻数と婚姻率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：京都府保健福祉統計、厚生労働省人口動態調査 

 

 

② 離婚数と離婚率 

離婚数は、増減を繰り返しており、平成29年では80件となっています。 

離婚率を全国・京都府と比較すると、各年とも低くなっており、平成29年では、

1.4となっております。 

離婚数と離婚率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：京都府保健福祉統計、厚生労働省人口動態調査 

向日市の離婚数 向日市 京都府 全国

向日市の婚姻数 向日市 京都府 全国

資料：●●●（各年●月●日現在）

84 80 87 80

1.6 1.5
1.6

1.4

1.7 1.7
1.7 1.6

1.8 1.8
1.7

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

0

50

100

150

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

（人口千対）(件)

資料：●●●（各年●月●日現在）

274 243 267 235

4.6

4.9

4.2
4.9

4.9

4.7

4.7
5.1

5.1 5.0 4.9

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

0

100

200

300

400

500

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

（人口千対）(件)
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③ 男性の未婚率 

男性の未婚率を年齢区分別にみると、35歳以上での割合が年々増加しています。平

成７年と平成27年の値を比べると、20代以上で増加となっており、特に３０歳以上

の割合については、10ポイント以上の増加となっています。 

また、平成27年の30歳以降の未婚率は、全国・京都府を下回っています。 

 

男性の未婚率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

平成 27年 男性の未婚率の比較（全国・府） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳

平成７年 99.5 93.6 64.3 33.7 17.8 12.9 8.2

平成12年 99.3 93.3 68.5 42.1 23.0 15.7 12.4

平成17年 99.7 94.2 69.0 42.3 28.9 20.3 14.4

平成22年 99.7 93.4 72.5 44.6 30.4 25.5 19.8

平成27年 99.5 95.0 71.0 44.4 31.5 25.6 23.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

(％)

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳

向日市 99.5 95.0 71.0 44.4 31.5 25.6 23.0

京都府 98.2 90.8 70.9 47.4 34.6 29.1 24.8

全国 98.6 90.5 68.3 44.7 33.7 29.0 25.1

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

(％)
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④ 女性の未婚率 

女性の未婚率を年齢区分別にみると、20～24歳、35～39歳での割合が年々増加

しています。平成７年と平成27年の値を比べると、すべての年代で増加となっており、

特に30～34歳の割合については、15ポイント以上の増加となっています。 

また、平成27年の25～34歳、40～44歳の未婚率は、京都府を下回っているもの

の、全国を上回る値となっています。 

 

女性の未婚率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

平成 27年 女性の未婚率の比較（全国・府） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳

平成７年 99.2 88.4 49.1 18.2 9.4 5.2 5.0

平成12年 99.2 89.5 56.2 27.1 14.4 6.8 4.9

平成17年 99.2 90.4 59.3 30.8 18.7 11.8 6.8

平成22年 99.5 90.6 61.8 34.2 23.1 17.2 11.2

平成27年 99.5 92.9 61.6 33.4 23.3 19.1 15.8

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

(％)

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳

向日市 99.5 92.9 61.6 33.4 23.3 19.1 15.8

京都府 98.0 89.4 63.4 38.1 26.7 21.1 17.9

全国 98.6 88.0 58.8 33.6 23.3 19.0 15.9

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

(％)
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（５）就業の状況 ● ● ● ● ● ● ● 

① 男女別就業率 

男性の就業率は年々減少し、平成27年では64.5％となっています。女性の就業率

についてはほぼ横ばいで推移しており、平成27年では45.9％となっています。 

 
男女別就業率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

② 女性の年齢別就業率の推移 

本市の女性の年齢別就業率は、出産・育児期に落ち込み、再び増加するM字カーブ

を描いています。落ち込みの大きい30～39歳の就業率は平成22年に比べ平成27年

で上昇し、近年ではＭ字カーブは緩やかになっています。 

 
女性の年齢別就業率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

平成27年 平成22年

13 .4 

61 .1 

73 .7 

66 .2 66 .2 
69 .4 

73 .6 
70 .4 

63 .4 

45 .7 

28 .9 

15 .2 8 .1 4 .4 
1 .7 

11.8

61.1 68.6

61.2
57.1

64.6
68.6 68.9

56.8

38.8

20.9

13.5
6.2 3.7

0.8

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65～

69歳

70～

74歳

75～

79歳

80～

84歳

85歳

以上

（％）

76.0
72.4 69.2 66.8 64.5

45.7 44.5 44.5 43.8 45.9 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

（％）

向日市男性 向日市女性
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0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65～

69歳

70～

74歳

75～

79歳

80～

84歳

85歳

以上

（％）

 

 

③ 女性の年齢別就業率（全国・府比較） 

本市の平成27年の女性の年齢別就業率を全国、府と比較すると、20代～50代前半

で全国・府より高いものの、50代後半からは全国・府より低くなっています。 

 
女性の年齢別就業率（全国・府比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（平成 27年） 

 

 

④ 女性の年齢別就業率（既婚・未婚比較） 

本市の平成27年の女性の未婚・既婚別就業率をみると、特に20歳代から50歳代に

おいて既婚者に比べ未婚者の就業率が高くなっています。 

 
女性の年齢別就業率（既婚・未婚比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（平成 27年） 

既婚 未婚

向日市 京都府 全 国

33.3 50.8 

59.6 56.4 59.7 
65.9 

69.5 67.2 
60.7 

42.2 

26.7 

15.3 

6.8 
4.7 

1.2 
13 .4

61 .4

82 .9 82 .4 83 .3
76 .2

82 .5
77 .3

67 .0

41 .7

26 .5

22 .9 18 .8

3 .8
0 .0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65～

69歳

70～

74歳

75～

79歳

80～

84歳

85歳

以上

（％）
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２ 市民意識調査結果 

（１）調査の目的 ● ● ● ● ● ● ● 

本調査は、「第２期向日市子ども・子育て支援事業計画」の策定にあたり、市民の皆

様の子育てに関する状況や向日市の子育て支援サービスの利用状況及び利用意向を把

握し、計画策定の基礎資料とするために、実施しました。 

 

（２）調査概要 ● ● ● ● ● ● ● 

■調査地域 ：向日市全域 

■調査対象者：就学前児童の保護者：向日市在住の小学校に入学するまでのお子さん

がいらっしゃるご家庭 

小学校児童保護者 ：向日市在住の小学生がいらっしゃるご家庭 

■調査期間 ：平成31年４月19日から令和元年５月10日まで 

■抽出方法 ：無作為抽出 

■調査方法 ：郵送による配布・回収 
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（３）就学前児童の保護者への調査 ● ● ● ● ● ● ● 

●子どもが日常的に通っている施設について 

「保育所」の割合が38.6％と最も高く、

次いで「幼稚園」の割合が29.2％、「いず

れにも通っていない」の割合が27.5％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

●日頃、子どもをみてもらえる親族・知人について 

「緊急時もしくは用事の際には祖父母

等の親族にみてもらえる」の割合が

64.2％と最も高く、次いで「日常的に祖

父母等の親族にみてもらえる」の割合が

18.7％、「いずれもいない」の割合が

15.4％となっています。 

平成25年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

日常的に祖父母等の親族にみ

てもらえる

緊急時もしくは用事の際には祖
父母等の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる

友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子
どもをみてもらえる友人・知人

がいる

いずれもいない

無回答

18.7

64.2

1.2

9.0

15.4

1.7

22.1

64.7

3.1

13.3

11.1

4.6

0 20 40 60 80 100

令和元年度調査

(回答者数 = 578)

平成25年度調査

(回答者数 = 913)

回答者数 = 578 ％

幼稚園（169）

保育所（223）

認定こども園（17）

いずれにも通っていない

（159）

その他（5）

無回答（5）

29.2

38.6

2.9

27.5

0.9

0.9

0 20 40 60 80 100
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●子育てをしていて、日頃悩んでいること、不安に感じることについて 

「子どものしつけ」の割合が51.7％と最も高く、次いで「子どもの教育や将来の教

育費」の割合が46.5％、「病気や発育・発達」の割合が39.6％となっています。 

 

【お子さんのこと】             【保護者のこと】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他のこと】 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 578 ％

病気や発育・発達（229）

食事や栄養（196）

育児の方法（166）

子どものしつけ（299）

子どもとの接し方（102）

子どもの遊び（85）

子どもの教育や将来の教育費
（269）

子育てで出費がかさむ（110）

子どもの生活リズムが乱れてい
る（34）

特になし（31）

その他（9）

39.6

33.9

28.7

51.7

17.6

14.7

46.5

19.0

5.9

5.4

1.6

0 20 40 60 80 100

％

仕事や自分のやりたいことがで
きない（180）

配偶者・パートナーの協力が少
ない（66）

話し相手や相談相手、協力者
がいない（37）

保護者同士の交流・つきあいが
難しい（71）

子どもを叱りすぎているような気
がする（177）

ストレスがたまって、子どもに手
をあげたり、世話をしなかったり
してしまう（25）

地域の子育て支援サービスの
内容や利用・申し込み方法がよ
くわからない（46）

子育てによる身体的な・精神的
な疲れが大きい（124）

夫婦で楽しむ時間がない（101）

家族の中での子育て方針の違
い（26）

住居が狭い（61）

特になし（91）

その他（21）

31.1

11.4

6.4

12.3

30.6

4.3

8.0

21.5

17.5

4.5

10.6

15.7

3.6

0 20 40 60 80 100

％

SNS （スマホ）依存（49）

自然災害（109）

不審者などによる犯罪（170）

交通事故（150）

無回答（2）

8.5

18.9

29.4

26.0

0.3

0 20 40 60 80 100
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●保護者の現在の就労状況について 

母親 

「以前は就労していたが、現在は就労し

ていない」の割合が37.1％と最も高く、

次いで「フルタイムで就労しており、産

休・育休・介護休業中ではない」の割合が

27.6％、「パート・アルバイト等で就労し

ており、産休・育休・介護休業中ではない」

の割合が20.8％となっています。 

平成25年度調査と比較すると、「フルタ

イムで就労しており、産休・育休・介護休

業中ではない」の割合が増加しています。

一方、「以前は就労していたが、現在は就

労していない」「これまで就労したことが

ない」の割合が減少しています。 

 

 

 

父親 

「フルタイムで就労しており、産休・育

休・介護休業中ではない」の割合が97.0％

と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

フルタイムで就労しており、産
休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、
産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労して
おり、産休・育休・介護休業中で
はない

パート・アルバイト等で就労して
いるが、産休・育休・介護休業
中である

以前は就労していたが、現在は

就労していない

これまで就労したことがない

無回答

27.6

11.4

20.8

1.6

37.1

0.5

1.0

18.0

8.4

20.4

1.9

43.5

6.0

1.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 569 ％

フルタイムで就労しており、産
休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、
産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労して
おり、産休・育休・介護休業中で
はない

パート・アルバイト等で就労して
いるが、産休・育休・介護休業
中である

以前は就労していたが、現在は
就労していない

これまで就労したことがない

無回答

97.0

0.7

0.4

0.0

0.7

0.0

1.2

0 20 40 60 80 100

令和元年度調査

(回答者数 = 577)

平成25年度調査

(回答者数 = 912)
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●平日の定期的な教育・保育事業の利用について 

「保育所」の割合が48.9％と最も高く、

次いで「幼稚園（預かり保育の利用なし）」

の割合が30.5％、「幼稚園（預かり保育を

定期的に利用）」の割合が12.4％となって

います。 

平成25年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成25年度調査では、「小規模保育施設（６～１９人）」「企業主導型保育施設」の選択肢

はありませんでした。 

 

●育児休業など職場の両立支援制度について 

【育児休業の取得状況】 

母親 

「取得した（取得中である）」の割合が

46.2％と最も高く、次いで「働いていな

かった」の割合が40.7％、「取得していな

い」の割合が11.9％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、「取得

した（取得中である）」の割合が 18.1％増

加しています。一方、「働いていなかった」

の割合が 14.9％減少しています。 

％

幼稚園
（預かり保育の利用なし）（128）

幼稚園
（預かり保育を定期的に利用）
（52）

保育所（205）

認定こども園（18）

小規模保育施設（13）

企業主導型保育施設（2）

事業所内保育所・院内保育所
（2）

その他の認可外の保育施設
（4）

ベビーシッターなど居宅訪問型
保育（0）

ファミリー・サポート・センター
（2）

その他（3）

無回答（2）

30.5

12.4

48.9

4.3

3.1

0.5

0.5

1.0

0.0

0.5

0.7

0.5

33.4

12.0

52.1

0.4

－

－

0.7

2.7

0.2

0.5

1.5

0.2

0 20 40 60 80 100

令和元年度調査

(回答者数 = 419)

平成25年度調査

(回答者数 = 551)

令和元年度調査

(回答者数 = 578)

平成25年度調査

(回答者数 = 912)

％

働いていなかった（235）

取得した（取得中である）（267）

取得していない（69）

無回答（7）

40.7

46.2

11.9

1.2

0.0

55.6

28.1

14.7

1.6

0 20 40 60 80 100
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取得していない理由 

「子育てや家事に専念するため退職し

た」の割合が47.8％と最も高く、次いで

「職場に育児休業の制度がなかった（就業

規則に定めがなかった）」の割合が30.4％、

「仕事に戻るのが難しそうだった」の割合

が15.9％となっています。 

平成25年度調査と比較すると、「子育て

や家事に専念するため退職した」「職場に

育児休業の制度がなかった（就業規則に定

めがなかった）」の割合が増加しています。

一方、「（産休後に）仕事に早く復帰したか

った」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

配偶者が育児休業制度を利用

した（1）

配偶者が子育てに専念してい

る、祖父母等の親族にみてもら

えるなど、制度を利用する必要

がなかった（4）

職場に育児休業を取りにくい雰

囲気があった（4）

仕事が忙しかった（2）

（産休後に）仕事に早く復帰した

かった（1）

仕事に戻るのが難しそうだった

（11）

昇給・昇格などが遅れそうだっ

た（0）

収入減となり、経済的に苦しくな

る（2）

保育所（園）などに預けることが

できた（2）

子育てや家事に専念するため

退職した（33）

職場に育児休業の制度がな

かった（就業規則に定めがな

かった）（21）

有期雇用のため育児休業の取

得要件を満たさなかった（5）

育児休業を取得できることを知

らなかった（0）

産前産後の休暇（産前６週間、

産後８週間）を取得できることを

知らず、退職した（1）

その他（11）

無回答（2）

1.4

5.8

5.8

2.9

1.4

15.9

0.0

2.9

2.9

47.8

30.4

7.2

0.0

1.4

15.9

2.9

1.5

10.4

3.7

4.5

9.7

11.9

0.0

6.0

3.0

39.6

14.9

9.7

0.7

2.2

17.9

7.5

0 20 40 60 80 100

令和元年度調査

(回答者数 = 69)

平成25年度調査

(回答者数 = 134)
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父親 

「取得していない」の割合が87.4％と

最も高くなっています。 

平成25年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

取得していない理由 

「配偶者が子育てに専念している、祖父

母等の親族にみてもらえるなど、制度を利

用する必要がなかった」の割合が48.3％

と最も高く、次いで「配偶者が育児休業制

度を利用した」の割合が41.0％、「職場に

育児休業を取りにくい雰囲気があった」の

割合が29.3％となっています。 

平成25年度調査と比較すると、「配偶者

が育児休業制度を利用した」「職場に育児

休業を取りにくい雰囲気があった」の割合

が増加しています。一方、「配偶者が子育

てに専念している、祖父母等の親族にみて

もらえるなど、制度を利用する必要がなか

った」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

働いていなかった（3）

取得した（取得中である）（28）

取得していない（505）

無回答（42）

0.5

4.8

87.4

7.3

0.0

0.9

1.1

88.9

9.1

0 20 40 60 80 100

令和元年度調査

(回答者数 = 578)

平成25年度調査

(回答者数 = 881)

％

配偶者が育児休業制度を利用

した（207）

配偶者が子育てに専念してい

る、祖父母等の親族にみてもら

えるなど、制度を利用する必要

がなかった（244）

職場に育児休業を取りにくい雰

囲気があった（148）

仕事が忙しかった（137）

（産休後に）仕事に早く復帰した

かった（0）

仕事に戻るのが難しそうだった

（19）

昇給・昇格などが遅れそうだっ

た（49）

収入減となり、経済的に苦しくな

る（124）

保育所（園）などに預けることが

できた（8）

子育てや家事に専念するため

退職した（0）

職場に育児休業の制度がな

かった（就業規則に定めがな

かった）（39）

有期雇用のため育児休業の取

得要件を満たさなかった（1）

育児休業を取得できることを知

らなかった（4）

産前産後の休暇（産前６週間、

産後８週間）を取得できることを

知らず、退職した（0）

その他（15）

無回答（27）

41.0

48.3

29.3

27.1

0.0

3.8

9.7

24.6

1.6

0.0

7.7

0.2

0.8

0.0

3.0

5.3

26.9

57.5

23.2

27.8

0.1

3.2

6.0

19.9

0.9

0.1

11.9

0.0

1.1

0.0

4.2

3.2

0 20 40 60 80 100

令和元年度調査

(回答者数 = 505)

平成25年度調査

(回答者数 = 783)
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●子育て支援施策全般で、望ましい子育て支援策について 

「保育施設の整備や留守家庭児童会等

の子育て支援の取組の充実」の割合が

52.1％と最も高く、次いで「子どもの健

康や医療に関する取組の充実」の割合が

43.4％、「仕事と子育ての両立支援と働き

方の見直しの促進」の割合が41.9％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）小学生保護者への調査 ● ● ● ● ● ● ● 

●放課後（平日の小学校終了後）の過ごし方について 

「自宅」の割合が72.0％と最も高く、

次いで「習い事（ピアノ教室、サッカーク

ラブ、学習塾など）」の割合が63.4％、「留

守家庭児童会（放課後児童健全育成事業）」

の割合が22.5％となっています。 

平成25年度調査と比較すると、「祖父母

宅や友人・知人宅」「留守家庭児童会（放

課後児童健全育成事業）」の割合が減少し

ています。 

 

 

※平成25年度調査では、「放課後等デイサービス」の選択肢はありませんでした。 

 

 

 

回答者数 = 578 ％

妊娠・出産の支援の充実（179）

子どもの健康や医療に関する
取組の充実（251）

保育施設の整備や留守家庭児
童会等の子育て支援の取組の
充実（301）

教育環境の整備（184）

仕事と子育ての両立支援と働き
方の見直しの促進（242）

子育てに関する相談体制の整
備（39）

交通事故・犯罪の予防・防止
等、子どもの安全対策の充実
（201）

その他（16）

特になし（5）

無回答（51）

31.0

43.4

52.1

31.8

41.9

6.7

34.8

2.8

0.9

8.8

0 20 40 60 80 100

％

自宅（313）

祖父母宅や友人・知人宅（76）

習い事（ピアノ教室、サッカーク
ラブ、学習塾など）（276）

留守家庭児童会（放課後児童

健全育成事業）（98）

ファミリー・サポート・センター
（3）

放課後等デイサービス（19）

その他（65）

無回答（2）

72.0

17.5

63.4

22.5

0.7

4.4

14.9

0.5

0.0

76.1

31.8

66.4

32.4

0.3

－

29.8

0.7

0 20 40 60 80 100

令和元年度調査

(回答者数 = 435)

平成25年度調査

(回答者数 = 614)
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●子育てをしていて、日頃悩んでいること、不安に感じることについて 

「子どもの教育や将来の教育費」の割合が53.3％と最も高く、次いで「不審者など

による犯罪」の割合が42.1％、「友達づきあい（いじめ等を含む）」の割合が40.2％

となっています。 

 

【お子さんのこと】             【保護者のこと】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 435 ％

病気や発育・発達（152）

食事や栄養（76）

子育ての方法（140）

子どもとの時間がとれない（87）

子どもとの接し方（104）

子どもの教育や将来の教育費
（232）

友達づきあい（いじめ等を含む）
（175）

登校拒否・不登校（16）

子どもの生活リズムが乱れてい
る（43）

特にない（37）

その他（11）

34.9

17.5

32.2

20.0

23.9

53.3

40.2

3.7

9.9

8.5

2.5

0 20 40 60 80 100

％

仕事や自分のやりたいことがで
きない（92）

配偶者・パートナーの協力が少
ない（76）

話し相手や相談相手、協力者
がいない（19）

保護者同士の交流・つきあいが
難しい（69）

子どもを叱りすぎているような気
がする（162）

子育てのストレスがたまって、
子どもに手をあげたり、世話をし
なかったりしてしまう（16）

地域の子育て支援サービスの
内容や利用・申し込み方法がよ
くわからないこと（12）

家族の中での子育て方針の違
い（30）

特にない（102）

その他（23）

21.1

17.5

4.4

15.9

37.2

3.7

2.8

6.9

23.4

5.3

0 20 40 60 80 100

％

SNS （スマホ）依存（71）

自然災害（82）

不審者などによる犯罪（183）

交通事故（147）

無回答（0）

16.3

18.9

42.1

33.8

0.0

0 20 40 60 80 100
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３ 関係機関へのヒアリング調査結果 

（１）調査の主な結果 ● ● ● ● ● ● ● 

○子どもの育ちについて 

・親は不安でいっぱいの子育てを強いられている。 

・発達障がいなど配慮や支援が必要な子どもが多くなってきている。 

 

○親子・家族・友達関係について 

・父親が協力的な家庭が多いが、多忙なため、母親だけが育児を負担していること

が多くなってきている。 

・共働きの家庭が増えている中で、大人の都合で子どもの生活を組み立てている。 

 

○子育ての価値観について 

・母親も仕事を持っている方がほとんどで、子どもはかわいいし大切にされている

が、自分の手で育てようというより、保育所に預けたいと思っている保護者もい

る。 

・子どものことを大切にされているが、自分のことも大切であり、バランスが難し

い。 

 

○地域とのつながりについて 

・希薄になってきている。大きなマンションが次々とでき、孤立の子育てを余儀な

くされている母親がつながる場所はネットなどの情報社会の中になってきている。 

・高齢者の元気な方との交流があれば、地域のことを教えてもらえていいのではと

思う。 

 

○子育ち・子育て環境について 

・父母双方の実家が遠方であり、頼れる人がいない。孤独な親も多いと感じる。 

・いろいろな家庭があるが、みんなそれぞれ子育てに悩みや不安をもっており、そ

れを解決できる場が少ない。 

・働きたいという母親の希望に対して、就園問題が大きく立ちはだかっている現状

がある。 
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４ 第１期計画の評価 

第１期では、国の子ども・子育て支援法に基づく基本計画により、教育・保育及び

地域子ども・子育て支援事業について、量の見込みに対する確保の内容を数値目標と

して設定し、子どもや子育て家庭を取り巻く環境の整備を進めてきました。 

（１）教育・保育事業の実績（進捗状況） ● ● ● ● ● ● ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ ２号認定の教育ニーズを含む 

※２ 教育ニーズを除く 

（２）地域子ども・子育て支援事業の実績（進捗状況） ● ● ● ● ● ● ● 

 

計画策定時 

実績値 

 
直近実績値 

計画値 

（量の見込み） 
進捗率 

平成 27年度  平成 30年度（A） 平成 31年度（B） （A/B） 

1号（3-5歳）※1 649  589 618 95％ 

2号（3-5歳）※2 677  714 766 93％ 

3号（1・2歳） 379  514 519 99％ 

3号（0歳） 74  102 117 87％ 

 

計画策定時 

実績値 

 
直近実績値 

計画値 

（量の見込み） 
進捗率 

平成 27年度  平成 30年度（A） 平成 31年度（B） (A/B) 

利用者支援事業（箇所数） 1  1 1 100% 

地域子育て支援拠点事業（箇所数） 5  7 7 100% 

妊婦健康診査（回数） 10,680  12,112 10,296 118% 

乳児家庭全戸訪問事業（回数） 449  522 436 120% 

養育支援 

訪問事業 

専門職訪問（回数） 255  329 254 130% 

育児・家庭援助（回数） 0  164 200 82% 

子育て短期 

支援事業 

ショートステイ 0  21 40 53% 

トワイライトステイ 0  1 5 20% 

ファミリーサポートセンター事業（活動回数） 1,195  1,071 1,190 90% 

一時預かり 

事業 

幼稚園（実施園） 3  3 3 100% 

保育所（実施園） 3  3 4 75% 

保育所（人） 4,196  3,672 4,176 88% 

延長保育事業 保育所（実施園） 8  8 9 89% 

病児・病後児保育事業（人日） 319  421 317 133% 

放課後児童健全育成事業（利用者数） 523  636 610 104% 
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（３）子育て全般についての満足度 ※アンケート結果から ● ● ● ● ● ● ● 

子育ての環境や支援への満足度について 

【就学前児童の保護者】 

「3」の割合が43.1％と最も高く、次い

で「4」の割合が25.1％、「2」の割合が

20.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生の保護者】 

「3」の割合が43.4％と最も高く、次い

で「4」の割合が25.7％、「2」の割合が

18.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 578 ％

1

2

3

4

5

無回答

6.6

20.1

43.1

25.1

2.9

2.2

0 20 40 60 80 100

満足度が低い 

満足度が高い 

回答者数 = 435 ％

1

2

3

4

5

無回答

6.0

18.9

43.4

25.7

4.4

1.6

0 20 40 60 80 100

満足度が低い 

満足度が高い 
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５ 基本目標ごとの課題と方向性 

ここでは、第１期計画の基本目標ごとに、主要事業の取組状況及びアンケート調査

結果から、課題及び方向性を整理しました。 

 

基本目標１ 安心して子どもを生み育てるために ● ● ● ● ● ● ● 

安心して子どもを産み育てるためには、不妊で悩む人への支援も含め、妊娠・出産

期、生まれた後も切れ目なく支援することが重要であり、求められています。 

妊娠届出時には、子育て世代包括支援センター（以下、「子育てコンシェルジュ」と

いう。）の保健師が、妊婦面接を行い、安心して出産できるよう保健指導を行っていま

す。その後、面接時の聞き取りなどにより、1人1人支援プランを作成しますが、出産

や育児に関し、身体的・社会的なリスクをもっておられる方も多くおられます。 

リスクの高い方には、妊娠中から訪問等で個別支援を行っていますが、医療機関な

どと連携して継続した支援をしていくことも必要です。 

アンケートの調査結果では、子育てをする上で、不安に感じていることとして、「病

気や発育・発達」の割合が４割程度となっています。 

乳幼児期は、基本的生活習慣や人格形成の基礎が培われる大切な時期にあり、家庭

の関わり方が重要です。子どものからだや発達にとってどのような環境や関わりが必

要なのか、乳児健診等の場で睡眠、食、遊びなど具体的に保護者に伝え、継続した母

子保健施策を推進していく必要があります。 

 

《妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援の取り組み》 

（コンシェルジュ事業 平成28年度開始） 

 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

妊娠届出時 

面接者数 
550人 563人 549人 

一般支援 
123人 

（22.4％） 

287人 

（51.0％） 

310人 

（56.5％） 

要支援 
403人 

（73.3％） 

268人 

（47.6％） 

225人 

（41.0％） 

再

掲 

社会的リスク 41人 53人 77人 

身体的リスク 362人 215人 148人 

ハイリスク支援 24人（4.4％） 8人（1.4％） 14人（2.6％） 

社会的リスク 精神疾患、経済困窮、予期しない妊娠、外国籍等 

身体的リスク 高齢初産、多胎、長期不妊治療、精神疾患の既往等 

ハイリスク  特定妊娠、若年、精神疾患未治療、親族支援者なし等 
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《不妊治療の助成状況》 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

助成実人数 
100

人 

女 男 75

人 

女 男 109

人 

女 男 121

人 

女 男 

100 0 70 5 105 4 112 9 

内出産数 34人（34.0％） 36人（51.4％） 53人（50.5％） 59人（52.7％） 

 

 

基本目標２ 子どもの健やかな成長のために ● ● ● ● ● ● ● 

本市においては、桂川洛西口新市街地の開発により、平成27年から平成31年の４

年間で3,000人強の人口増となり、多くの子育て世帯の方が新たに向日市に住まれる

こととなりました。 

そうした状況下において、保育ニーズが増大するなか、認可保育所や小規模保育所

の誘致、第２保育所の建て替えなどにより、毎年、本計画の目標量を見直し、保育所

定員を拡大し、待機児童対策を進めてきました。 

令和２年４月には、100人定員の認可保育所が開設されることから、待機児童は解

消の方向に向かう見込みですが、今後、保護者の就労状況の変化等により、保育の必

要性がある家庭が増加することが考えられます。 

また、幼児教育・保育無償化によるニーズの増加を適切に見込み、幼稚園、保育所

の受け皿の確保とともに、教育・保育の質を高めていく必要があります。 

 

《保育所定員の状況》 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３1年度 

定員 1,050人 1,079人 1,119人 1,209人 1,274人 

 

 

 

放課後児童健全育成事業についても、入会児童数に応じた施設整備等を行うととも

に、引き続き「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」

に基づいた適切な運営を行う必要があります。 
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基本目標３ 家庭での子育てを支えるために ● ● ● ● ● ● ● 

（１）子育てに対する支援・相談体制の充実 

本市では、子育てに不安や悩みを抱えた保護者や子育て家庭が孤立することなく、必要な

情報を得て、相談や適切なサービスにつながるよう広報むこうやfacebook、LINEといった

情報発信に加え、保育所・幼稚園等の地域の子育て支援事業を包含したガイドブックを利用

者支援事業を活用して発行するなど、積極的に情報発信に取り組むとともに、家庭児童相談

室を中心に、様々な相談に対応しています。 

アンケート調査では、身近に協力者がいない保護者の割合が２割程度となっていますが、

本市では家庭において保護者の病気や出産等の理由で、一時的に養育することが困難となっ

た場合の子育てを支えるための、ショートステイやトライライトステイ等の支援にも取り組

んできました。 

今後においても、様々な状況にある子どもや子育て家庭に対するきめ細かな対応、児童虐

待防止のネットワークを充実していく必要があります。 

 

《家庭児童相談の状況》 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

延べ相談件数 485件 409件 454件 605件 

 

《地域子育て支援拠点事業》（民間分） 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

箇所数 1か所 1か所 3か所 3か所 

延べ利用人数 2,034人 4,612人 15,031人 14,622人 

 

 

（２）支援が必要な子どもに対する支援・相談体制の充実 

すべての子どもは、障がいの有無に関わらず、その健やかな成長のために適切な教育・保

育の機会が与えられる必要があります。地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推

進と合理的配慮のもと、支援の質の確保及びその向上を図るとともに、支援が必要な子ども

に対しては、児童発達支援などの適切な支援につなげていくことが重要です。 

アンケート調査では、子育てをする上で、不安に感じていることとして「病気や発育・発

達」の割合が４割程度となっています。 

本市では、支援を必要とする子ども及びその家族に対する情報提供や関係機関との連携を

図り、障がいのある子どもが、発達の段階や障がいの状況など個々の状況に応じた支援が受

けられるよう取り組んできました。 
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一方、近年、発達相談や児童発達支援事業等の障害児通所支援を利用する子どもが増加し

ていることから、子どもの発達面で不安を抱えている子育て家庭の相談支援体制や支援の一

層の充実が求められています。 

 

《発達相談》 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

相談回数 122回 173回 169回 173回 

実相談人数 151人 223人 231人 251人 

 

《ことばの相談》 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

相談回数 13回 12回 12回 13回 

実相談人数 17人 21人 18人 22人 

 

《児童発達支援事業の状況》 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

事業所数（２市１町） 2か所 4か所 5か所 6か所 

実利用人数 66人 70人 83人 80人 

 

《放課後等デイサービス事業の状況》 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

事業所数（２市１町） 4か所 7か所 11か所 14か所 

実利用人数 84人 94人 112人 143人 

 

 

（３）児童虐待の予防とその対策の充実 

児童虐待への対応については、制度改正や関係機関の体制強化などにより、その充実が図

られてきましたが、本市においても年々増加の傾向にあります。 

また、児童虐待防止の広報・啓発の充実に努めるとともに、要保護児童対策地域協議会の

機能強化を図り、子どもの虐待（疑いを含む）を発見した際に、速やかに通告し連携、支援

できる体制を強化することが求められていることから、専任の管理職の配置や、児童相談所

での勤務経験がある家庭相談員を配置し、相談体制並びに児童相談所、学校、警察等との連

携強化に努めています。 

虐待予防には、地域での早期発見と併せて、妊婦面接時から、虐待のリスクが高いとされ

る望まぬ妊娠、若年、支援者がいない家庭などを把握し、妊娠中から個別支援を行っていま

すが、乳幼児家庭全戸訪問（２～３か月）、乳幼児健診等、母子保健事業の中で継続して親子

の様子を見守りながら、虐待が疑わしい状況であれば、関係機関と連携していく必要があり

ます。 
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《虐待通告の状況》 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

件数 57件 62件 75件 77件 

児童数 99人 92人 107人 146人 

 

《要対協取扱実件数》 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

世帯数 103世帯 162世帯 184世帯 193世帯 

児童数 167人 296人 332人 335人 

 

 

 

 

基本目標４ 仕事と生活の調和を実現するために ● ● ● ● ● ● ● 

本市では、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現のため、延長保育

事業や休日保育事業、病児・病後児保育事業など多様な保育サービスに取り組んでき

ました。 

 

《延長保育事業の状況》 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

箇所数 8か所 10か所 11か所 11か所 

実人数／年 628人 651人 701人 679人 

 

《休日保育事業の状況》 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

箇所数 1か所 1か所 1か所 1か所 

実人数／年 23人 29人 52人 61人 

 

《病児・病後児保育事業》 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

箇所数 1か所 1か所 1か所 1か所 

延べ人数／年 441人 434人 398人 421人 
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仕事と家庭の両立について、アンケート調査では、保護者の育児休暇の取得状況に

ついて、「取得した（取得中である）」の割合が母親で約５割となっており、平成25

年度調査と比較すると増加しています。一方で、父親では、「取得していない」の割合

が約９割となっており、その多くが取得できていない状況です。 

利用者のニーズに対応して多様な子育て支援サービスの展開や保育所等や留守家庭

児童会などを整備することが必要です。また、女性の育児休業取得率は、制度の着実

な定着が図られているものの、男性の取得率が依然低いことから、社会全体で育児休

暇制度を利用しやすい気運の醸成を図る必要があります。 

 

 

基本目標５ 子どもと子育てにやさしい地域づくりのために ● ● ● ● ● ● ● 

本市では、妊婦や子ども連れの方、また子どもたちにとって、施設や道路が使いや

すく安全であるために、子どもや子育てにやさしい歩道の拡幅や段差の解消、公園施

設や遊具の計画的な点検・修繕等の生活環境の整備に取り組んできました。 

保育所や幼稚園では、子どもたちの安全を確保するために、京都府や警察等の関係

機関とともにお散歩コースの実地調査を行う等、安全対策を進めてきました。 

また、小学校では通学路の危険箇所に交通指導員を配置し、児童の通学時における

安全確保に努めてきました。 

子どもの安全・安心は社会の要であるとの認識のもと、子どもたちがあたたかな地

域の見守りの目のなかで、のびのびと遊び、学ぶことのできる地域づくりが求められ

ます。社会全体で子どもの安全を守るという機運を高め、連携体制を構築していくこ

とが求められています。 
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第３章 計画の策定にあたって 
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１ 基本理念 

これまで取り組みを進めてきた第１期向日市子ども・子育て支援事業計画では、子

どもたちを地域社会全体で見守り、支えるまち、子どもの成長を喜び合えるまちを目

指すとともに、これから家庭を築き、子どもを産み育てたいと思う男女がその希望を

実現できる環境づくりを目指すという思いを込め、「未来をひらく子どもの育ちをみん

なで支え喜び合えるまち」を計画の基本理念に掲げてきました。 

本計画においては、第１期向日市子ども・子育て支援事業計画で掲げた理念を継承

し、次代を担う無限の可能性を秘めた子どもたちが、それぞれの個性と能力を伸ばし

ながら、いきいきと健やかに成長してくことができるよう、子どもたちの育成支援を

進めていきます。 

 

未来をひらく子どもの育ちをみんなで支え喜び合えるまち 

 

 

２ 基本的な視点 

本計画策定にあたって、以下に示す３つの視点を基本とします。 

 

（１）子どもの視点 ● ● ● ● ● ● ● 

子どもの幸せを第一に考え、すべての子どもの生命と人権が尊重され、幸せに育つ

ことが保障されるよう子どもの視点に立ち、健全育成のための取り組みを進めます。 

 

（２）家庭への支援の視点 ● ● ● ● ● ● ● 

子育てと仕事の両立支援のみならず、子育ての孤立化等の問題を踏まえ、広くすべ

ての子どもと家庭への支援という視点に立った取り組みを進めます。 

 

（３）地域の視点 ● ● ● ● ● ● ● 

地域の人々が子育ての喜びや苦労を分かち合い、ともに子どもを守り育てていく豊

かな子育て環境を築いていけるよう、地域住民を主体とした社会全体の子育て支援の

体制づくりを進めます。 
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３ 基本目標 

 

基本目標１ 安心して子どもを産み、健やかな成長のために ● ● ● ● ● ● ● 

すべての子どもの人権が尊重され、子どもを産み育てることに安心と喜びを感じら

れるまちを目指します。 

また、妊娠・出産・子育て期を通じて親子の健やかな生活を支援する保健・医療・

福祉の連携強化をはじめ、人間性豊かに成長することができるよう、子どもの教育・

保育環境の整備などの施策を展開します。 

 

基本目標２ 家庭での子育てを支えるために ● ● ● ● ● ● ● 

子育てに不安や悩みを抱えた保護者や子育て家庭が孤立することなく、必要な情報

を得て、相談や適切なサービス利用につながる体制を推進し、子育てに関する相談や

交流事業、子育て学習の機会や情報提供など相談・支援体制の充実を目指します。 

また、幼児教育・保育無償化を中心とした子育て家庭への経済的負担の軽減や、子

どもたちが安心して外出できるための安全対策などの施策を展開します。 

 

基本目標３ 仕事と子育てを両立できる環境づくりのために ● ● ● ● ● ● ● 

男女がともに子育ても仕事も大切にできる社会を目指し、男女がともに育児休業等

を取得しやすい職場づくりや柔軟でゆとりある勤務形態の普及・啓発を推進します。 

また、幼児教育・保育の無償化が本格実施されるなか、それぞれの子育て家庭にあ

ったサービスの利用につながるよう幼児教育・保育のベストマッチに向けた施策を展

開します。 

 

基本目標４ 子育てを地域で支えるために ● ● ● ● ● ● ● 

子育てを家庭だけの問題と捉えることなく、地域で子育ての喜びや楽しみを持ち、

安心して子どもを育てることができるよう支援します。 

また、児童虐待防止のため、ネットワークの充実などの施策を展開するとともに、

ひとり親家庭や障がいのある子どもを持つ家庭など、支援が必要な家庭や子どもの自

立を支える施策を推進します。 

また、子どもの貧困対策として、全ての子どもたちが夢と希望を持って成長してい

ける社会が実現できるよう、各関係課・関係機関・地域等による連携協力によって総

合的に施策を推進します。 
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４ 施策の体系 
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［ 基本理念 ］ ［ 基本施策 ］ ［ 基本目標 ］ 

１ 安心して子どもを
産み、健やかな成
長のために 

２ 家庭での子育てを
支えるために 

３ 仕事と子育てを両
立できる環境づく
りのために 

４ 子育てを地域で支
えるために 

（３）子どもの健康な心とからだづくりの推

進 

（２）安心・安全に妊娠や出産ができる施策

の推進 

（１）子どもの人権を守る体制づくり 

（１）保育サービスの充実 

（２）子育て家庭の経済的負担の軽減 

（１）家庭の育児力が向上するために 

（２）児童虐待防止対策の推進 

（１）地域とともにすべての子育て家庭を支

える環境づくり 

（２）仕事と生活の調和に関する広報・啓発 

（３）支援の必要な家庭や子どもの自立と子

どもの貧困対策の推進 

（５）児童の健全育成 

（３）安心して外出できるために 

（３）男女が共同し取組む子育ての推進 

（４）子どもの豊かな感性を育む教育・保育

の推進 
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第４章 施策の展開 
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１ 安心して子どもを産み、健やかな成長のために 

基本施策１ 子どもの人権を守る体制づくり ● ● ● ● ● ● ● 

【 方向性 】 

子どもの人権を尊重する意識が家庭や関係者だけでなく、市全体で共有されるよう、

市民に対し、啓発を進めるとともに、関係機関職員などへの研修を充実します。 

また、人権尊重の意識を高め、自分と他者との人権を大切にする児童生徒の育成に

努めます。 

 

① 子どものための相談・支援体制の充実 

    児童虐待や子どもへの体罰やいじめなど、子どもの人権を侵害する様々な要因に対応

し、子どもが安心して、健やかに育つことができるよう、相談支援の充実や問題事象の

早期発見・対応に努めます。 

  【 取り組み 】 

施策 内容 

問題事象の早期発
見・対応 

●家庭・地域・関係機関等と連携を図り、虐待やいじめ、深刻な悩み等、
子どもがひとりで抱え込む問題をいち早く発見し、迅速に対応しま
す。 

職員や教員の相談対
応力の向上 

●子どもの相談を受ける職員や教員が、より適切に対応できるよう、日
頃からの研修や関係機関の連携によって資質や専門性の向上に努め
ます。 

 

② 子どもの人権を尊重する意識の啓発 

子どもの人権を尊重する意識が家庭や関係者だけでなく、市全体で共有されるよう啓

発と関係機関の職員などの研修の充実を図ります。 

  【 取り組み 】 

施策 内容 

市民啓発の推進 

●様々な人権問題について考える機会として、人権強調月間に「平和と
人権のつどい」を開催し、啓発を図っていきます。 

●小学生及び年長児を対象とし、人権の花運動を実施します。 

●障がいに対する正しい理解と認識を深めるため、広報、ホームページ、
啓発リーフレット、講座など様々な場面で、障がいのある人に対する
理解の促進を図ります。 

関係機関職員等の研
修の充実と意識向上 

●子どもの人権を守るために、子どもに関わるさまざまな関係機関の職
員に対する研修機会等を充実し、子どもの人権を考えた支援ができる
よう、子どもの人権に関する意識の向上に努めます。 
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基本施策２ 安心・安全に妊娠や出産ができる施策の推進 ● ● ● ● ● ● ● 

【 方向性 】 

安心して妊娠・出産できるよう、子育てコンシェルジュ事業など、妊娠期から切れ

目のない支援を行うことで、安心して子どもを産み、健やかに育てられる環境づくり

を推進します。 

 

【 取り組み 】 

施策 内容 

不妊治療費の助成 
●不妊治療を行う人の経済的負担を軽減するために、不妊治療にかかる
費用の一部を助成します。 

妊婦への保健指導の
充実 

●母親と子どもの一貫した健康管理と健康の保持・増進のため、妊娠・
出産・乳幼児期の成長の過程を記録する母子健康手帳を交付します。 

●母子健康手帳の交付時にアンケートや保健師、助産師による面接を行
い、妊婦自身が自分の健康状態について理解できるよう、指導を行い
ます。また、配慮の必要な妊婦には、家庭児童相談室と連携し支援を
行います。 

●妊娠期を健康に過ごし、不安なく出産を迎え、産後も楽しく育児でき
るよう支援するため、教室（プレママスクール、プレママサロン）を
実施します。 

子育て世代包括支援
（子育てコンシェル
ジュ事業）の実施 

●全ての妊婦を対象に、個別の支援プランを策定し、必要に応じて妊婦
訪問や電話相談を行います。       

●安心して子どもを産み、健やかに育てることができるよう、妊娠期か
ら子育て期にわたる切れ目ない相談支援を行います。 

妊婦健康診査の実施 
●妊娠中の異常を早期に発見し、母親が安全に出産できるよう、妊婦健
診を医療機関及び助産所に委託して実施します。 

マタニティマークの
普及啓発 

●母子健康手帳配布時にマタニティマークのキーホルダーを配布しま
す。 

●妊婦健診受診券の綴りや市の封筒にマタニティマークを印刷するな
ど、マタニティマークの普及に努め、妊産婦にやさしい環境づくりに
取組みます。 
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基本施策３ 子どもの健康な心とからだづくりの推進 ● ● ● ● ● ● ● 

【 方向性 】 

全ての子どもの健やかな発達・発育を支援し、健康な心とからだをつくるための支

援を推進していきます。 

 

① 発育・発達への支援 

保護者が、悩みごとや不安を抱え込まず、安心して子育てできるよう、乳幼児健康

診査や相談体制の充実を図ります。 

【 取り組み 】 

施策 内容 

乳児家庭の全戸訪問 
●保健師や助産師が家庭訪問し、子どもの成長・発達を確認するととも
に、育児の悩みや問題を早期に解決し、安定して育児ができるよう支
援します。 

乳幼児健康診査の 

実施 

●病気や障がいの早期発見、身体の発育、運動面、精神面の発達を確認
するとともに、個々にあった指導により、子どもの健やかな成長と発
達を支援します。 

●幼稚園、保育所等と連携し、乳幼児健康診査時の様子だけでなく総合
的に状況を確認して支援します。 

●乳幼児健診時にパンフレットを配布し、子どもの事故防止の啓発に努
めます。 

乳幼児健康診査後の
フォロ―の充実 

●乳幼児健診後に子どもの身体面の発達をフォローするため、専門医に
よる相談の実施や幼稚園、保育所、療育機関等と連携を図り、多方面
から子どもの成長発達を支援します。また、保護者の悩みを理解し、
不安を軽減できるよう支援します。 

●乳幼児健診後に子どもの心身の発達をフォローするための教室(２歳
児教室、たんぽぽくらぶ)で遊びや発達についての学習機会を提供し
ます。 

予防接種 
●感染症の感染予防、発病防止、症状の軽減、病気のまん延防止などを
目的に予防接種法に基づき、各種予防接種を実施します。 

 

② 食育の推進 

  子どもの健康なからだづくりには、乳幼児期からの食習慣が基礎となるため、乳幼

児期からの食育の取り組みを推進します。 

【 取り組み 】 

施策 内容 

子どもの食に関する
相談・保健指導 

●乳幼児健診や教室、歯のひろば等で各年齢に応じた食のリズム、バ
ランス、適量について保健指導を行います。 

保育所における食育
の推進 

●子どもの健康、安全で情緒が安定した生活を保障し、保育所給食を
実施します。 

●保育所において、食事の提供と食育と一体化した取組みを進めま
す。 

学校における食育の
推進 

●食に関する授業の充実等により、食育を推進します。 
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③  救急医療体制の充実 

   子どもが安心して医療にかかることができるよう、救急医療体制の充実を図ります。 

【 取り組み 】 

施策 内容 

救急医療の体制の 

充実 

●休日や年末年始の急患の対応を行うため、在宅外科当番制事業を実
施するとともに、乙訓休日応急診療所において内科・小児科の応急
的な診療を行います。 

応急処置等の知識の
普及 

●「乙訓救急フェア」等により、救急蘇生法等救急医療についての正
しい知識の普及・啓発を図ります。 

 

基本施策４ 子どもの豊かな感性を育む教育・保育の推進 ● ● ● ● ● ● ● 

【 方向性 】 

子どもが社会上のルールや道徳性を生活の中で身に付け、自尊心を養い、たくまし

く、心豊かに成長していくことができるよう、教員や保育士の資質向上や教育・保育

内容の充実を図るとともに、就学前教育・保育から小学校教育へとスムーズな移行が

できるよう、環境づくりに努めます。 

 

①  就学前教育・保育の充実 

子どもが心豊かに成長していくことができるよう、就学前の教育・保育を充実して

いきます。 

【 取り組み 】 

施策 内容 

教育・保育内容の質の
向上 

●幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保
育要領等に基づき、教育・保育の質の向上を推進します。 

教員・保育士等の連
携・情報交換の推進 

●幼稚園、保育所、認定こども園における教員・保育士及び小学校教員
との連携の強化を図るため、情報交換の場の提供に努めます。 

教員・保育士等の資質
の向上 

●就学前教育・保育に関わる教員等の資質の向上を目指し、研修等の実
施に努めます。 
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② 学校教育の充実 

  確かな学力、豊かな人間性、健康・体力の知・徳・体をバランスよく育む教育を推

進します。 

  【 取り組み 】 

施策 内容 

「質の高い学力」を 

はぐくむ教育の推進 

●「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善を行い、
質の高い学力をはぐくむ教育を推進します。 

豊かな人間性をはぐ
くむ心の教育の推進 

●豊かな情操や道徳心を培い、正義感や責任感、規範意識、公共の
精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与す
る態度、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度、前向きに
挑戦しやり遂げる力など、豊かな人間性や社会性の育成に努めま
す。 

たくましく健やかな
身体をはぐくむ教育
の推進 

●生涯を通じて体育・スポーツ活動に親しむ能力と体力の向上を図
ります。 

●知育・徳育・体育の基礎となる食育の推進とともに、現代的な健
康課題への理解を深める等、健やかな身体の育成を図ります。 

 

③ 教育・保育施設の環境整備 

子どもが安全で快適な教育や保育を受けることができるよう、保育所、幼稚園、学

校、療育機関等の環境整備に努めます。 

【 取り組み 】 

施策 内容 

施設等の充実 

●安全で快適な教育・保育環境を確保するため、学校・保育所施設の改
修や設備維持に努めます。 

●幼児教育の充実を図るため、市内の私立幼稚園に対し、設備費等にか
かる費用について補助金を交付します。 

認定こども園への 

移行支援 

●市内の幼稚園及び保育所を運営する事業者に対し、認定こども園への
移行に関する各種制度等の情報提供を行うとともに、移行に伴い必要
な支援を行います。 
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基本施策５ 児童の健全育成 ● ● ● ● ● ● ● 

【 方向性 】 

全ての子どもが、安心・安全に過ごせる放課後の居場所の充実や様々な体験を通じ

て児童の健全育成を目指します。 

 

①  安全な放課後等の居場所づくり 

子どもが安心して放課後等を過ごすことのできる居場所づくりを進めます。 

【 取り組み 】 

施策 内容 

放課後児童健全育成
事業 

●「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条
例」に基づき適切な運営に努めます。 

放課後児童健全育成
事業と放課後子ども
教室の連携 

●放課後等において、学校の教室等を活用して児童の様々な学習・体験
交流活動を行う放課後子ども教室と放課後児童健全育成事業の一体
的な運営に努めます。 

親子で遊べる身近な
場所の確保 

●子育て支援拠点や公民館、園庭開放、遊びの広場などを活用し、気軽
に楽しく遊べる場を確保します。 

 

② 体験や交流の機会の創出 

子どもの健やかな成長と発達を促すため、地域の活力や資源を活用し、様々な体験

や交流の機会を創出します。 

【 取り組み 】 

施策 内容 

文化活動の推進 

●地域の歴史学習やむかしのくらしの学習など、学校の授業の一環とし
て、子どもたちが文化資料館を訪れる機会を提供します。また、もの
づくりなどの体験を通して地域の歴史を学ぶ「夏休み親子歴史教室」
を開催します。 

●学校への出前授業を実施するとともに、子どもたちの学習成果を展示
する場所の提供に努めます。 

高齢者とのふれあい
の推進 

●小学生を対象に、陶芸、茶道、百人一首、むかし遊びなど高齢者との
世代間交流に取組みます。 

本に親しむ機会の充実 

●豊かな人間性を育むため、年齢に応じた本に親しむ機会を充実しま
す。 

●乳幼児と保護者に「絵本をひらく時間の大切さ、楽しさ」を体験して
もらうため、ブックスタートを推進します。 

●民生児童委員連絡協議会による「絵本の読み聞かせ」事業を通じ、親
子のふれあいの推進に努めます。 

●読書の楽しさを知り、併せて表現力を高め、想像力が豊かなものにな
るよう「小中学生読書感想文コンクール」を開催します。 

●乳幼児や小学生が、本にふれ、楽しむ機会をつくるために、小学生対
象の「おはなし会」、乳幼児対象の「おはなしひろば」を開催します。 
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２ 家庭での子育てを支えるために 

基本施策１ 家庭の育児力が向上するために ● ● ● ● ● ● ● 

【 方向性 】 

子育ての孤立化や育児不安の軽減、家庭の育児力の向上を図るために、さまざまな

媒体を活用したわかりやすい情報発信の推進や親が育児の具体的な方法を習得し、成

長できる機会の提供に努めます。 

 

【 取り組み 】 

施策 内容 

家庭の育児力の向上 
●保護者の育児力の向上のため、ライフステージに応じて、子どもの抱
き方や離乳食の食べさせ方、遊ばせ方などを具体的な子どもへの関わ
り方を学ぶ機会の提供に努めます。 

子育てガイドブック
等の情報紙の発行 

●妊娠期から就学前までの子育て支援に関する各種手続きや手当、保育
サービスなどの情報を掲載したガイドブックを発行し、情報の提供に
努めます。 

●子育て支援センターの事業内容や保育所に関する情報を掲載した子
育て情報誌を発行し、子育て家庭に配布します。 

●子育て・孫育てなどの情報を掲載した子育て応援ハンドブックを発行
し、情報の提供に努めます。 

『広報むこう』を通じ
た情報の提供 

●「広報むこう」において、子育て支援に関する各種サービスの紹介や
相談窓口等の情報等を掲載し、サービスの周知と利用促進に努めま
す。 

インターネット等を
活用した情報の提供 

●ホームページ、facebook、LINE＠等を活用した各種サービスやイベン
ト、つどいの場などの情報を発信します。 

災害の備えに対する
情報発信 

●災害時には、まず自分の身を守り（自助）、地域で助け合う（共助）
が大切であることを周知、啓発するため、学校や地域に出向いて出前
講座を実施します。 

親子で考える防災 
●子育て家庭における防災対策、「安心・安全の備え」についての講座
を実施します。 
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基本施策２ 子育て家庭の経済的負担の軽減 ● ● ● ● ● ● ● 

【 方向性 】 

子育て家庭の経済的な負担を軽減することができるよう、各種施策実施に努めます。 

 

【 取り組み 】 

施策 内容 

子育て家庭の医療費
負担の軽減 

●子育て支援医療費支給について、今後も継続実施し、対象者の健康保
持と経済的負担の軽減を図るとともに安心して医療が受けられる制
度運営に努めます。 

第３子以降の保育料
無償化（３歳未満児） 

●保育所・幼稚園に在籍する第３子以降（18 歳未満の子どもが３人以
上いる世帯）の子どもについて、保育料を無償（所得制限有）にしま
す。 

 

 

基本施策３ 安心して外出できるために ● ● ● ● ● ● ● 

【 方向性 】 

安全に安心して地域で生活していくことができるよう、施設や道路環境を整備する

とともに、地域全体で子どもを守る取り組みを進めます。 

 

① 安全な道路・公園の整備 

快適に移動でき、安心して遊べるよう道路と公園の環境づくりに努めます。 

【 取り組み 】 

施策 内容 

安全な道路環境の 
整備 

●歩行者やベビーカー、車いす及び自転車等の利用者が安全、快適に移
動できる道路環境の整備に取組みます。 

公園整備 
●公園施設や遊具の計画的な点検、修繕、更新を行うとともに、樹木に
ついても定期的な剪定・植栽の補植などの適正な維持管理を実施し、
誰もが安心・安全に遊ぶことのできる公園を目指します。 
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② 交通安全対策の推進 

子どもたちを交通事故などの危険から守るため、交通安全対策事業による通学路な

どの道路の危険箇所の改良や交通安全施設の整備をはじめ、幼稚園や保育所などにお

ける交通安全教室を通じた啓発を行います。 

【 取り組み 】 

施策 内容 

シートベルト・チャイ
ルドシート・児童・幼
児の自転車乗車時の
ヘルメット着用の推
進 

●乳幼児の事故防止のため、シートベルト・チャイルドシートの着用や
自転車乗車時のヘルメット着用について、啓発活動を行います。 

通学路安全対策 
●通学路の危険箇所に交通指導員を配置し、児童の通学時における安全
確保を図ります。 

●学校、保護者、地域が連携して、児童・生徒の安全確保に努めます。 

交通安全教室の実施 
●警察と協力しながら、幼稚園、保育所、学校等において、交通安全教
室を開催します。 

 

③ 防犯対策の推進 

防犯カメラや街路灯の新設等を進めていき、安心して外出できる環境づくりに努め

ます。 

【 取り組み 】 

施策 内容 

犯罪の未然防止の 

推進 

●犯罪の未然防止を図るため、通学路や地下道、公園などに防犯カメラ
を設置し安心・安全なまちづくりを推進します。 

安心・安全なまちづく
りの推進 

●子どもが犯罪に巻き込まれないよう街路灯の新設し、安心･安全な環
境づくりに努めます。 
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３ 仕事と子育てを両立できる環境づくりのために 

基本施策１ 保育サービスの充実 ● ● ● ● ● ● ● 

【 方向性 】 

子どもを出産後も働き続けたいと考えている女性が、仕事と子育てを両立して働き

続けられ、子どもが心身ともに健やかに成長していけるよう、多様で柔軟な保育サー

ビスの提供に努めます。 

 

【 取り組み 】 

施策 内容 

延長保育事業の実施 
●長時間保育の需要に対応するため、１時間延長保育事業をすべての保
育所で継続して実施します。 

●２時間延長については、１保育園で実施し、ニーズ量を検証します。 

一時預かり事業の 

実施 

●育児の精神的、身体的負担感の解消を目的に、仕事や用事、リフレッ
シュをしたい場合などにおいて、一時的に保育所などで子どもの保育
を行います。 

休日保育事業の実施 
●保育所に在籍する子ども（２歳以上）で日曜・祝祭日に保護者が仕事
などのため保育ができない場合に子どもの保育を行うため、休日保育
事業を実施します。 

病児・病後児保育事業
の充実 

●病気又は病気回復期にあり、他の児童との集団生活が困難な時期にお
いて、やむを得ない事情により一時的に家庭で保育できない場合、そ
の児童を一時的に預かります。 

●より多くの児童に利用してもらえるよう、サービスの認知度の向上に
努めます。 

●市内２か所目を整備し、事業の拡充に努めます。 

子育て短期支援事業 

（ショートステイ、ト
ワイライトステイ）の
充実 

●保護者の病気、疲労等で、家庭において養育することが一時的に困難
になった児童の養育・保護を行います。 
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基本施策２ 仕事と生活の調和に関する広報・啓発 ● ● ● ● ● ● ● 

【 方向性 】 

子どもを出産後も働き続けたいと考えている人などが継続して働くことができるよ

う、妊娠、出産、子育て中の就業者への配慮やライフスタイルに応じた多様な働き方

の確保について、啓発やさまざまな取組を進めます。 

 

【 取り組み 】 

施策 内容 

育児・介護休業制度の
普及啓発 

●男女ともに、育児・介護休業制度の利用を促進するため、効果的な周
知に努めます。 

在宅勤務（テレワー
ク）等多様な就労形態
の推進 

●在宅勤務など多様な働き方についての各種情報の提供に努め、テレワ
ークセンターとして、女性活躍センター内のコワーキングスペースの
利用促進に努めます。 

男女共同参画の推進 
●男女共同参画社会の実現を目指して、セミナーや講演会を開催しま
す。 

 

基本施策３ 男女が共同し取組む子育ての推進 ● ● ● ● ● ● ● 

【 方向性 】 

子育て家庭への就労支援や、男女がともに協力して、家庭の役割を担っていくこと

ができるよう、固定的な性別役割分担意識の解消、男女共同参画の啓発、妊娠期から

の積極的な父親のサポートなどに関する啓発に努めます。 

 

【 取り組み 】 

施策 内容 

職業生活における女
性活躍の推進 

●起業や再就職など自分らしい働き方への希望を実現するために、就労
における女性のニーズに応じた、女性活躍推進事業を実施します。 

出産・育児後の再就職
に関する情報提供の
充実 

●出産・育児等により退職し、再就職を希望する人に対して、ハローワ
ークなど関係機関と連携して効果的な情報提供に努めます。 

父親の育児参加への
啓発と学び 

●父親が積極的な育児ができるよう、妊娠期から啓発や学びの機会の提
供に努めます。 
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４ 子育てを地域で支えるために 

基本施策１ 地域とともにすべての子育て家庭を支える環境づくり● ● 

【 方向性 】 

子育てを家庭だけの問題と捉えることなく、地域で子育ての喜びや楽しみを持ち、

安心して子どもを育てることができるよう支援します。 

 

【 取り組み 】 

施策 内容 

地域子育て支援拠点
事業の充実 

●子育てに関して不安なことや困ったことなどを気軽に話したり、身近
に相談することができるよう、子育て家庭の交流や子育てについての
相談、情報の提供、助言などを行う場の充実を図ります。 

●拠点の利用を促進するため、効果的な周知に努めます。 

子育て援助活動への
支援 

●子育てにサポートの必要を感じたとき、あるいは子育てと仕事の両立
に悩んだときに利用できるよう、育児に関する相互援助活動であるフ
ァミリーサポートセンター事業の充実を図ります。 

●サポーター養成講座、交流会等を工夫して開催し、人材の確保と育成
に努めます。 

子育てサークル等の
市民活動への支援 

●「子育てを楽しみたい」、「子育てを通じて親子の輪を広げたい」とい
う思いを持った市民の子育てサークル活動等に対して、子育て情報の
提供等の支援を行います。 

●子育て世代と支援する世代の交流を促進することで、お互いの連携を
図り、地域全体で子どもを育てる意識を醸成します。 

子育て支援を行うＮ
ＰＯ法人等への支援 

●子育て支援を行うＮＰＯ法人等が積極的に子育て支援活動を行える
よう、支援します。 
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基本施策２ 児童虐待防止対策の推進 ● ● ● ● ● ● ● 

【 方向性 】 

子どもを虐待から守り、子どもが安心して生活できるよう、地域や関係機関等が連

携して未然防止をはじめ、早期発見・早期対応に取り組むとともに、市民や関係機関

等への周知・啓発を図ります。 

 

① 虐待の未然防止 

子どもを虐待から守り、子どもが安心して生活できるよう、地域や関係機関等とと

もに未然防止を図ります。 

 【 取り組み 】 

施策 内容 

虐待の早期発見 ●関係機関と連携し、虐待の早期発見に努めます。 

虐待の相談 
●家庭児童相談室において、虐待や虐待の疑いのある児童についての相
談や通告等の対応をします。 

養育支援訪問事業 
 

●養育支援を必要とする家庭に対し、保健師、家庭児童相談員等が訪問
し、問題解決に向けて具体策を考え、家庭での安定した養育環境を整
えるための支援をします。 

要保護児童への支援 

●把握した要保護児童は「要保護児童対策地域ネットワーク協議会」で
関係機関と連携して未然防止を図るとともに、支援の連続性の確保、
総合的な家庭支援を行います。 

●転入、転出等の場合は、関係機関と密に連携し、支援が継続するよう
に努めます。 

●保護者の養育を支援することが特に必要と認められる家庭に対し、子
育て支援員等を派遣し、適切な養育が行われるよう訪問し、家事・援
助を行います。 

 

② 虐待防止のための体制の強化 

子どもを虐待から守るために体制の強化を図ります。 

【 取り組み 】 

施策 内容 

 虐待対応力の強化 
●要保護児童の処遇検討会で、虐待対応のアドバイザーの意見も取り入
れ、職員の対応力の向上を図ります。 

連携体制の強化 
●「要保護児童対策地域ネットワーク協議会」の構成員の連携強化を図
り、組織機能の充実に努めます。 

家庭児童相談室の 
機能強化 

●相談体制を強化するため、虐待対応専門員を配置し、継続的支援等を
行う「子ども家庭総合支援拠点」を設置します。 
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③ 虐待防止のための啓発の強化 

虐待の未然防止、早期発見のために、市民や関係機関等への周知・啓発を図ります。 

【 取り組み 】 

施策 内容 

児童虐待防止に向け
た広報・啓発活動 

●市民に家庭児童相談室などの相談窓口の周知啓発に努めます。 

●児童虐待に対する広報・啓発活動を推進し、児童虐待防止に向けた取
組を強化します。 

●民生児童委員連絡協議会と連携し、オレンジリボンキャンペーンを推
進します。 

 

基本施策３ 支援の必要な家庭や子どもの自立と子どもの貧困対策の推進 ● ● 

【 方向性 】 

支援を必要とする家庭や子どもに対し、個々の状況に応じた支援を行います。 

 

① 障がいのある児童等への支援の促進 

「向日市障がい福祉計画」、「向日市障がい児福祉計画」、「向日市障がい者計画」

などと連携しながら成長過程で支援が必要なケースの早期発見・療育を進めるととも

に、障がいのある児童等の生活面におけるさまざまな支援に取り組みます。 

【 取り組み 】 

施策 内容 

療育機会の提供 
●療育が必要な子どもに必要な支援が行き届くよう、幼稚園、保育所、 

学校、療育機関等と連携して支援を行います。 

切れ目のない支援を
行うための連携 

●乳幼児期から学齢期等において、切れ目のない支援が提供できるよう 

幼稚園、保育所、学校、療育機関等の連携強化に努めます。 

児童の“生きる”力の 

支援 

●児童の日常生活の能力の向上、対人関係の構築などを目指して、通所
や訪問を通じて支援を行います。 

相談支援の充実 

相談の機会を提供 

●児童や保護者からの相談に応じて、福祉サービスなどの利用に際し援
助を行います。 

様々な福祉サービス
の提供 

福祉サービスによる
暮らしの支援 

●自宅における入浴や排泄、屋外での移動に困難な障がいのある児童へ
の支援、補装具の交付や修理、日常生活の便宜を図るための日常生活
用具の給付や貸与など、様々な福祉サービスにより日常生活の支援を
行います。 

交流機会の確保 

交流の促進 

●より多くの人たちとの交流を図るために、交流体験事業を実施しま
す。 

健康相談事業 

●健康や育児について気軽に相談できる場として健康相談事業を実施
します。 

●発達相談やことばの相談等、主に精神発達面について個別の指導が必
要な子どもに対して専門家による相談を行います。 
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② ひとり親家庭への支援 

ひとり親家庭の自立を支援するための相談体制や経済的支援の実施に努めます。 

  【 取り組み 】 

施策 内容 

ひとり親家庭の自立
に向けた相談等の充
実 

●ひとり親家庭が抱える就労や生活に関する悩みについての相談体制
を充実するとともに、相談しやすい環境づくりに努め、自立支援の充
実を図ります。 

ひとり親家庭向けの
制度等の周知・啓発 

●国や京都府、本市におけるひとり親家庭向けの各種制度等について、
確実な周知・啓発に努めます。 

ひとり親家庭の医療
費負担の軽減 

●ひとり親家庭を対象とした医療費支給事業については、今後も継続実
施することで、安心して医療が受けられる制度運営に努めます。 

ひとり親家庭の自立
に向けた経済的支援 

●ひとり親家庭が自立できるよう、児童扶養手当の支給や、生活資金の
貸付、就職に有利な資格の取得を支援する給付金の支給を実施しま
す。 

公共賃貸住宅におけ
るひとり親等の優先
入居制度の活用 

●住居に困っているひとり親世帯等に対して、京都府の府営住宅特定目
的優先入居制度を案内し、活用の促進を図ります。 

 

③ 子どもの貧困（生活困窮世帯）対策の推進 

経済的に困窮する世帯の子どもとその家庭の生活基盤の安定と、それぞれが抱えて

いる課題に対する相談の充実と支援を行います。 

【 取り組み 】 

施策 内容 

生活困窮者自立支援 
●相談支援員が多様で複合的な課題を抱える方に対し、他法・他施策の
窓口や地域のネットワーク、関係機関等と連携し、相談者の自立に向
けた支援を行います。 

経済的支援 
●生活保護制度や就学援助など各種の公的支援へ確実につながる仕組
みづくりを行い、生活基盤の安定と経済的負担の軽減を図ります。 

保護者に対する就労
支援 

●保護者の安定した雇用を確保し、子育てに力を注げる家庭環境を構築
するため、子育てに配慮した働き方の実現に向けた就労支援を行いま
す。そのため、関連部署で情報を共有するなど連携を深めます。 

子どもの学習支援 
●学ぶことのできる場の提供、補助学習や学習への動機付けを含めた学
習支援を行います。 
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第５章 教育・保育の量の見込みと 

確保方策 
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１ 教育・保育提供区域の設定 

子ども・子育て支援法に基づく基本指針において、市は教育・保育を提供するため

に、保護者や子どもが居宅等から容易に移動することが可能な区域を定めることとし

ています。 

本市では、現在の保育所、認定こども園、幼稚園の利用実態として、小学校区や中

学校区を越えて広域的に利用されている状況であることなどから、教育・保育提供区

域は、全ての事業において、市域全体を一つの区域と定めました。 

本計画においても、この考え方を踏襲し、市全域を１つの区域とします。 

 

 

２ 認定こども園、幼稚園、保育所、地域型保育 

各認定区分に応じた量の見込みを以下のとおり見込み、確保策を定めました。 

 

【 認定区分と提供施設 】 

認定区分 提供施設 

１号 ３～５歳：教育のみを希望していて、保育の必要がない場合 認定こども園、幼稚園 

２号 
３～５歳：保育の必要性の認定を受けていて、認定こども園等で

の保育を希望される場合 

認定こども園、保育所 

３号 
０～２歳：保育の必要性の認定を受けていて、認定こども園等で

の保育を希望される場合 

認定こども園、保育所、 

地域型保育事業 
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（１）１号認定(３～５歳) ● ● ● ● ● ● ● 

【 現状 】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

利用園児数 647 671 673 700 786 

幼稚園 3 か所 私立向陽幼稚園、私立成安幼稚園、私立まこと幼稚園 

認定こども園 1 か所 私立あひるが丘こども園 

 

【 計画 】 

 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

 

1 号 

認定 

2 号 

認定 

 

1 号 

認定 

2 号 

認定 

 

1 号 

認定 

2 号 

認定 

 

1 号 

認定 

2 号 

認定 

 

1 号 

認定 

2 号 

認定 

教育を

希望 

教育を

希望 

教育を

希望 

教育を

希望 

教育を

希望 

量の見込み(A) 574 226 607 239 600 236 587 231 556 219 

確

保

策

(B) 

幼稚園 1,184  1,184  1,184  1,184  1,184  

認定 

こども園 
20  20  20  20  20  

合計 1,204  1,204  1,204  1,204  1,204  

差引(B)−(A) 404 358 368 386 429 

 

【 確保の方策 】 

既存の施設で対応可能です。なお、保育所から認定こども園への移行等については、

教育・保育施設等の利用状況及び保護者の利用希望、事業者の意向も踏まえて検討し

ます。(上表には、令和２年４月１日付けで認定こども園になる予定のもずめ保育園分

を含んでいます。) 
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（２）２号認定（３～５歳） ● ● ● ● ● ● ● 

【 現状 】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

利用希望園児数 677 676 688 701 732 

保育所 7 か所 

市立第１保育所、市立第５保育所、市立第６保育所 

私立アスク向日保育園、私立レイモンド向日保育園 

私立華月つばさ保育園、私立もずめ保育園 

認定こども園 1 か所 私立あひるが丘こども園 

 

 

【 計画 】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み（Ａ） 771 814 806 788 746 

確 保 策
（Ｂ） 

保育所 624 624 624 624 624 

認定 

こども園 
165 165 165 165 165 

合計 789 789 789 789 789 

差引（Ｂ）-（Ａ） 18 △25 △17 1 43 

 

【 確保の方策 】 

一時的に多くの需要が見込まれるため、保育ニーズを踏まえ弾力的な運用により受

入れ、環境の整備に努めます。(上表には令和２年４月１日付け開園予定のかおりのは

なほいくえん及び認定こども園になる予定のもずめ保育園分を含んでいます。) 
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（３）３号認定(０～２歳) ● ● ● ● ● ● ● 

【 現状 ０歳】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

利用希望園児数 74 93 87 95 96 

保育所 8 か所 

市立第１保育所、市立第５保育所、市立第６保育所 

私立さくらキッズ保育園、私立アスク向日保育園 

私立レイモンド向日保育園、私立華月つばさ保育園 

私立もずめ保育園 

小規模 4 か所 
私立ニチイキッズ洛西口保育園、私立チェリーズハグ
東向日園、私立こよりほいくえん東向日、私立向日町
ひまわり保育園 

認定こども園 1 か所 私立あひるが丘こども園 

 

 

【 計画 ０歳】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み（Ａ） 110 110 109 108 106 

確 保 策
（Ｂ） 

保育所 86 86 86 86 86 

小規模 13 13 13 13 13 

認定 

こども園 
27 27 27 27 27 

合計 126 126 126 126 126 

差引（Ｂ）-（Ａ） 16 16 17 18 20 

 

【 確保の方策 】 

既存の施設で対応可能です。(上表には令和２年４月１日付け開園予定のかおりのは

なほいくえん及び認定こども園になる予定のもずめ保育園分を含んでいます。) 
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【 現状 １、２歳】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

利用希望園児数 379 422 433 446 482 

保育所 8 か所 

市立第１保育所、市立第５保育所、市立第６保育所 

私立さくらキッズ保育園、私立アスク向日保育園 

私立レイモンド向日保育園、私立華月つばさ保育園 

私立もずめ保育園 

小規模 4 か所 
私立ニチイキッズ洛西口保育園、私立チェリーズハグ
東向日園、私立こよりほいくえん東向日、私立向日町
ひまわり保育園 

認定こども園 1 か所 私立あひるが丘こども園 

 

 

【 計画 １、２歳】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み（Ａ） 498 459 456 453 449 

確 保 策
（Ｂ） 

保育所 330 330 330 330 330 

小規模 46 46 46 46 46 

認定 

こども園 
83 83 83 83 83 

合計 459 459 459 459 459 

差引（Ｂ）-（Ａ） △39 0 3 6 10 

 

【 確保の方策 】 

一時的に多くの需要が見込まれるため、保育ニーズを踏まえ弾力的な運用により受

入れ、環境の整備に努めます。(上表には令和２年４月１日付け開園予定のかおりのは

なほいくえん及び認定こども園になる予定のもずめ保育園分を含んでいます。) 
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【 人口の見込みについて 】 

1 号、２号、３号認定区分の量の見込みを算出するに当たり、以下の方法により、

人口の見込みを算出しています。 

本市では、桂川洛西口新市街地において、平成２８年（２０１６年）から人口が急

激に増加しました。人口推計においては、過去５年間における人口を基に推計するこ

とが一般的ですが、こうした状況を考慮し、平成２２年（２０１０年）から平成３１

年（２０１９年）３月末の過去１０年間の住民基本台帳人口を基に、コーホート変化

率法により推計しました。 

 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

０歳 481 481 475 471 465 

１、２歳 1,108 1,022 1,014 1,008 998 

３～５歳 1,641 1,734 1,715 1,678 1,588 

合計 3,230 3,237 3,204 3,157 3,051 

 ※コーホート変化率法：同年または同期間の過去における実績人口の動態から「変化率」を求

め、それに基づき将来人口を推計する方法。 
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３ 地域子ども・子育て支援事業 

（１）利用者支援事業 ● ● ● ● ● ● ● 

【 概要 】 

子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等

の情報提供及び必要に応じて相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等

を実施する事業です。 

 

 

【 現状 】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

設置個所 1 1 1 1 

 

 

【 量の見込みと確保策 】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 

(実施か所数) 
1 1 1 1 1 

確保の内容 

(実施か所数) 
1 1 1 1 1 

 

 

【 確保の方策 】 

子ども及びその保護者が、幼稚園・保育所等での教育・保育や一時預かりなどの地

域子育て支援事業の中から適切なものを選択し、円滑に利用できるよう、地域のＮＰ

Ｏ法人が運営する地域子育て支援拠点に相談窓口を設置し、利用者支援の充実を図り

ます。 
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（２）地域子育て支援拠点事業 ● ● ● ● ● ● ● 

【 概要 】 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、

情報の提供、助言その他の援助を行う事業です。 

 

【 現状 】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

年間延べ利用日数 14,180 17,915 26,980 25,804 

７か所 

・子育てセンター 

「すこやか」 

・子育て支援センター 

「ひまわり」、「こすもす」、「さくら」 

・地域子育て支援拠点 

「ねこばす」、「マナハウス」、「さくらんぼ」 

 

 

【 量の見込みと確保策 】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 

(延べ利用人員/年) 
23,868 22,576 22,366 22,216 21,975 

確保策 
実施箇所 7 7 7 7 7 

延べ利用人員/年 23,868 22,576 22,366 22,216 21,975 

 

 

【 確保の方策 】 

現在、市内 7 か所で実施しており、地域人材による拠点づくりを進めるため、子育

てを支援する団体や子育てサークルの活動の支援を行い、既存施設の利用者数の増加

に向けて検討します。 
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（３）妊婦健康診査事業 ● ● ● ● ● ● ● 

【 概要 】 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状態

の把握、②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応

じた医学的検査を実施する事業です。 

 

【 現状 】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

受診対象者数 408 473 498 552 

健診回数（延べ） 10,649 11,346 12,558 12,112 

 

 

【 量の見込み】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 

(延べ人数/年) 
12,987 12,987 12,825 12,717 12,555 

確保の内容 

(延べ人数/年) 
12,987 12,987 12,825 12,717 12,555 

 

 

【 確保の方策 】 

医療機関等に委託し、現在の提供体制を維持していきます。 
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（４）乳児家庭全戸訪問事業 ● ● ● ● ● ● ● 

【 概要 】 

生後２～３か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提

供や養育環境等の把握を行う事業です。 

 

 

【 現状 】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

年間延べ訪問人数 446 467 513 522 

 

 

【 量の見込みと確保策 】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 

(実人数/年) 
481 481 475 471 465 

確保の内容 

(実人数/年) 
481 481 475 471 465 

 

 

【 確保の方策 】 

保健師等の訪問による現在の提供体制を維持していきます。 
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（５）養育支援訪問事業 ● ● ● ● ● ● ● 

【 概要 】 

養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する助言・指導

等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。 

 

【 現状 】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

年間延べ利用人数 291 290 376 321 

 

 

【 量の見込みと確保策 】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 

(実人数/年) 
351 352 349 343 332 

確保の内容 

(実人数/年) 
351 352 349 343 332 

 

 

【 確保の方策 】 

事業の実施については、現在、保健師及び委託事業者による訪問を行っていますが、

より効果的な支援を行うことができるよう検討し、確保に努めます。 
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（６）子育て短期支援事業（ショートステイ事業） ● ● ● ● ● ● ● 

【 概要 】 

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となっ

た児童について、児童養護施設等に委託し、必要な保護を行う事業です。 

 

 

【 現状 】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

年間延べ利用日数 0 14 18 22 

 

 

【 量の見込みと確保策 】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 

(延べ日数/年) 
18 19 19 19 19 

確保策 
実施か所数 5 5 5 5 5 

延べ日数/年 18 19 19 19 19 

 

 

【 確保の方策 】 

現在、５か所の市外の施設で実施しており、現在の体制を維持していきます。 
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（７）ファミリー・サポート・センター事業 ● ● ● ● ● ● ● 

【 概要 】 

乳幼児や小学生等の児童がいる子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の

援助を受けることを希望する者（依頼会員）と当該援助を行うことを希望する者（提

供会員）との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業です。 

 

 

【 現状 】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

年間延べ利用者数 940 1,372 1,409 1,071 

１か所 向日市ファミリーサポートセンター 

 

 

【 量の見込みと確保策 】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 

(延べ日数/年) 
1,166 1,180 1,205 1,217 1,264 

確保策 

(延べ日数/年) 
1,166 1,180 1,205 1,217 1,264 

 

【 確保の方策 】 

サポーター養成講座、交流会等の内容の工夫と充実を図り、提供会員数の増加や活

動内容の充実を図りながら確保に努めます。 
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（８）幼稚園・認定こども園預かり保育 ● ● ● ● ● ● ● 

【 概要 】 

幼稚園や認定こども園などで、教育課程にかかる時間の終了後などにおいて、在園

する園児を預かる事業です。 

 

【 現状 】 

 

３か所 私立向陽幼稚園、私立成安幼稚園、私立まこと幼稚園 

 

 

【 量の見込みと確保策 】 

 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 

(延べ人数/年) 
8,071 8,529 8,435 8,253 7,811 

 

１号認定による 

利用 
4,972 5,254 5,196 5,084 4,812 

２号認定による 

利用 
3,099 3,275 3,239 3,169 2,999 

確保策 

(延べ人数/年) 
8,071 8,529 8,435 8,253 7,811 

 

実施か所数 3 3 3 3 3 

１号認定による 

利用 
4,972 5,254 5,196 5,084 4,812 

 

実施か所数 3 3 3 3 3 

２号認定による 

利用 
3,099 3,275 3,239 3,169 2,999 

 

 

【 確保の方策 】 

既存の施設で対応可能です。 

 



70 

 

 

（９）保育所等一時預かり事業 ● ● ● ● ● ● ● 

【 概要 】 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として

昼間において、保育所及び認定こども園で一時的に預かり、必要な保護を行う事業で

す。 

 

【 現状 】 

 

３か所 市立第１保育所、私立レイモンド向日保育園、私立あひるが丘こども園 

 

 

【 量の見込みと確保策 】 

 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 

(延べ人数/年) 
3,761 3,769 3,730 3,676 3,552 

確保策 
実施か所数 3 3 3 3 3 

延べ人数/年 3,761 3,769 3,730 3,676 3,552 

 

 

【 確保の方策 】 

現在の提供体制を維持しながら、今後の事業の利用状況やニーズの把握に努

め、必要に応じて事業の拡大を検討します。 
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（10）延長保育事業 ● ● ● ● ● ● ● 

【 概要 】 

保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日、利用時間以外の日及び時間にお

いて、認定こども園、保育所等で保育を実施する事業です。 

 

【 現状 】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

年間人数 628 651 701 679 

９か所 

保育所 

市立第１保育所、市立第５保育所、市立第６保育所 

私立さくらキッズ保育園、私立アスク向日保育園 

私立レイモンド向日保育園、私立華月つばさ保育園 

小規模 
私立ニチイキッズ洛西口保育園 

私立チェリーズハグ東向日園 

 

 

【 量の見込みと確保策 】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 

(実人数/年) 
516 517 512 504 487 

確保策 
実施か所数 13 13 13 13 13 

実人数/年 516 517 512 504 487 

 

 

【 確保の方策 】 

現在、市内１２か所の保育所で１時間延長(18:00～19:00)、１か所の保育所で２

時間延長(18:00～20:00)を実施しています。今後も現在の提供体制を維持していき

ます。 
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（11）病児・病後児保育事業 ● ● ● ● ● ● ● 

【 概要 】 

子どもが病気などの際に、保護者の就労等により家庭での保育が困難な場合に、病

院や保育所等に付設された施設で、看護師等が一時的に保育する事業です。 

 

【 現状 】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

年間延べ利用日数 441 434 398 421 

１か所 病後児保育所カウベルキッズ 

 

 

【 量の見込みと確保策 】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 

(延べ日数/年) 
683 689 690 689 689 

確保策 
実施箇所 2 2 2 2 2 

延べ日数/年 683 689 690 689 689 

 

 

【 確保の方策 】 

令和２年度に、２か所目となる病児・病後児保育施設を開設し、確保します。 
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（12）放課後児童健全育成事業 ● ● ● ● ● ● ● 

【 概要 】 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校児童に対し、授業の終了後に

遊びや生活の場を提供し、その健全な育成を図る事業です。 

 

【 現状 】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

利用実人数 523 559 612 636 

６か所 

市立第１留守家庭児童会、市立第２留守家庭児童会 

市立第３留守家庭児童会、市立第４留守家庭児童会 

市立第５留守家庭児童会、市立第６留守家庭児童会 

 

【 量の見込みと確保策 】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み（人） 641 648 664 674 693 

確保策（人） 641 648 664 674 693 

 

【 確保の方策 】 

入会児童数に応じ、施設整備等に努めます。 
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（13）実費徴収に係る補足給付を行う事業 ● ● ● ● ● ● ● 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育等に対して保護者が

支払うべき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費

用又は行事への参加に要する費用等を助成します。 

 

 

（14）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 ● ● ● 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究、その

他の多様な事業者の能力を活用した特定保育教育・保育施設等の設置又は運営

を促進するための事業です。 

 

 

（15）外国につながる幼児への支援・配慮 ● ● ● ● ● ● ● 

国際化の進展に伴い、教育・保育施設等において、海外から帰国した幼児や

外国人幼児、両親が国際結婚の幼児などの外国につながる幼児の増加が見込ま

れることを踏まえ、外国につながる幼児が円滑な教育・保育等の利用ができる

よう、保護者及び教育・保育施設等に対し支援を行うとともに、事業者等へ円

滑な受入れに配慮するよう求めていきます。 
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４ 教育・保育給付における教育・保育の一体的提供やその推進体制の確保 

認定こども園が幼稚園及び保育所の機能をあわせ持ち、保護者の就労状況やその変

化等によらず柔軟に子どもを受け入れられる施設であることを踏まえ、適切な情報提

供等を行うなど、認定こども園への移行を検討する既存の幼稚園や保育所等に対し、

移行支援を行います。また、認定こども園に対する市民の理解が得られるよう、今後

は市民に対してさまざまな媒体を利用しながら、広く認定こども園についての周知に

努め、利用の促進を図ります。 

さらに、子どもやその保護者が安心して教育・保育サービスを利用できるよう、現

在実施している保育士や幼稚園教諭の合同研修を継続し、それぞれの資質の向上を促

します。 

 

 

５ 子育てのための施設利用給付の円滑な実施の確保の内容に関する事項 

幼児教育の負担軽減を図る少子化対策や生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教

育の重要性に鑑み、国の施策として幼児教育・保育の無償化を実施するため、子ども・

子育て支援法が改正され、令和元年（２０１９年）10月1日に施行されました。この

改正により、従来から子ども・子育て支援新制度における「子どものための教育・保

育給付」により給付対象とされていた幼稚園、保育所等の保育料が無償化されるほか、

これまで法に位置づけされていなかった新制度に移行していない幼稚園や認可外保育

施設、幼稚園預かり保育等を利用した際の利用料に対する給付制度が「子育てのため

の施設等利用給付」として創設されることとなりました。 

そのため、この新たな給付については、特定子ども・子育て支援施設等の運用に支

障がないよう必要な様式や給付方法等について定めます。また、特定子ども・子育て

支援施設等の確認や公示、指導監督等の法に基づく事務の執行や権限の行使について

認可外保育施設の監査状況等の情報提供を府に依頼する等、府と連携して実施します。 
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第６章 推進体制 
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１ 全庁的な推進体制づくり 

本計画は、本市の子ども・子育て支援施策を総合的に推進するための指針となるも

のであり、推進にあたっては、保健、医療、福祉をはじめ、教育など幅広い分野にわ

たる関係部局の連携が不可欠となることから、今後も引き続き、全庁的な取組みを積

極的に進めていきます。 

 

 

２ 地域における活動との連携 

少子化や核家族化などが進むなか、子育て家庭が孤立することがないよう、地域全

体で子どもを見守り育てていくことがますます重要であることを踏まえ、自治会、民

生児童委員、主任児童委員、ボランティアなどの活動を核としながら、これらの関係

機関・団体等と一層連携を図り、地域における子育て支援を推進していきます。 

 

 

３ 市民、企業等へのＰＲと情報提供 

行政をはじめ、市民や企業、関係団体等が一体となって子ども・子育て支援に取組

んでいくことができるよう、本計画の周知に努めます。 

また、本計画に基づく各種施策やサービス、相談窓口等に関して、わかりやすい情

報提供を行っていきます。 

 

 

４ 計画推進及び進捗状況の検証 

本計画を着実に推進するために、子育て支援課が中心となり、各関係課と連携を図

りながら、本計画の推進状況の定期的な点検を行い、子ども・子育て支援の関係者や

市民から構成される「向日市子ども・子育て会議」により、年度ごとの事業進捗状況

の検証等を行い、事業の改善に努めます。 
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１ 向日市子ども・子育て会議条例 

 

平成 25 年 9 月 20 日 

条例第 10 号 

 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第７７条第１項

に規定する合議制の機関として、向日市子ども・子育て会議（以下「会議」という。）を置く。 

 （組織） 

第２条 会議は、委員２０人以内で組織する。 

２ 会議の委員は、法第７４条第２項に規定する者のうちから、市長が委嘱する。 

 （委員の任期） 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 （会長） 

第４条 会議に会長を置き、委員の互選により選任する。 

２ 会長は、会務を総理し、会議を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

 （議事） 

第５条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 

２ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

 （庶務） 

第６条 会議の庶務は、法を所管する部において処理する。 

 （会議の運営） 

第７条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が

会議に諮って定める。 

      附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 
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２ 向日市子ども・子育て会議 委員名簿 

  
                     （敬称略：◎は会長） 

法第７４条第２項による分類 職名、団体等 氏  名 

（１）子どもの保護者（６名） 保育所保護者連合会長 辻 千佳 

乙訓私立幼稚園ＰＴＡ連合会長 加原 ゆり 

ＰＴＡ連絡協議会顧問 川村 宗己 

留守家庭児童会保護者会 今福 友恵 

市民公募委員 田部 千夏 

市民公募委員 松下 有紀 

（２）事業主を代表する者（２名） 向日市商工会副会長 築山  剛 

オムロンヘルスケア(株) 

 

オムロンエキスパートリンク(株) 

北口 勝也 

（～第 4 回会議） 

海東紗代子 

（第 5 回会議～） 

（３）労働者を代表する者（１名） 連合京都乙訓地域協議会 和田 泰徳 

（４）子ども子育て支援に関する 

   事業に従事する者（４名） 

あひるが丘こども園園長 津田  陽 

まこと幼稚園園長 宮地 健一 

第５向陽小学校長 藤井 一郎 

学校法人真言宗洛南学園校長 余根田 聡 

（５）学識経験のある者（７名） ユマニテク短期大学教授 ◎安藤 和彦 

 乙訓医師会 花安  肇 

元小学校長 田中久美子 

主任児童委員 風谷千賀子 

子育て支援ねこばす代表 高山紀公子 

府家庭支援総合センター 

（児童相談所）所長 
福井 千津 

乙訓保健所 福祉室長 井上 裕之 
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３ 第２期向日市子ども・子育て支援事業計画策定経過 

 

区  分 開催（実施）日 内  容 

第１回子ども・子育て会議 平成 30 年 10 月４日 

・会長の選任 

・平成 30 年度子ども・子育て支援事業計画におけ

る取組み状況について 

・子ども・子育て支援事業計画の見直しについて 

・第２期子ども・子育て支援事業計画の策定に向け

て 

第２回子ども・子育て会議 平成 31 年３月 18 日 

・第２期子ども・子育て支援事業計画の概要につい

て 

・子ども・子育てに関するアンケート調査について 

・平成 30～31 年度子ども・子育て支援事業計画

における取組み状況について 

・子ども・子育て支援事業計画の見直しについて 

子ども・子育て支援事業計画

策定に係るニーズ調査（子ど

も・子育てに関するアンケー

ト調査） 

平成 31 年４月 19 日 

～令和元年５月 10 日 

・就学前児童用調査の実施 

市内在住の就学前児童の保護者 1,500 人を対象 

・小学校児童用調査の実施 

市内在住の小学生児童の保護者 1,000 人を対象 

第３回子ども・子育て会議 令和元年７月 25 日 

・第２期子ども・子育て支援事業計画策定について 

・令和元年度子ども・子育て支援事業計画における

取組み状況について 

第４回子ども・子育て会議 令和元年 10 月 29 日 

・第２期子ども・子育て支援事業計画の骨子(案)に

ついて 

・教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の量の

見込の算出について 

第５回子ども・子育て会議 令和元年 12 月 20 日 
・第２期子ども・子育て支援事業計画(素案)につい

て 

意見募集 

（パブリックコメント） 

令和元年 12 月 25 日 

～令和２年１月 23 日 
素案意見募集 

第６回子ども・子育て会議 令和２年２月 17 日 
・第２期子ども・子育て支援事業計画（最終案）に

ついて 
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